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ザクセンシュピーゲル・レーン法邦訳 (10)

47・21}a}いずれかの者(=前の主君)にこうした(=証人になるべき)家臣た

ちが(必要な数だけ)おらず、2) b)そして(前の主君が)それにもかかわらず、彼

がレーン法を行う(Ienrechtdun) (=自分の家臣に所領を(又)授封する)3} ことが

できるほど高くヘールシルト (herscilt)に生まれ(つい)ていた場合、4}'b}その

(=前の)主君の家臣仲間(=上級主君の家臣たち)めをこの(上級主君に授封更新を

求める)家臣はこうした(=前の主君の)家臣たち6)の代りに(証人として)用い

ることができる、a}ω彼(=授封更新を求める家臣)が彼等、すなわち、彼の所領

がそこへ(帰)属しているところで(=上級主君の)家臣である者たち、を。c).7}

AVl・1121} a}いずれかの者(=家臣)の(前の)主君が(証人になるべき)

家臣たちを(必要な数だけ)もっていない場合、2) 上級主君の家臣たち5} が、

その者(=)の家臣たち6} の代りに、(家臣のための)証人になる。a}

1 )こ(れら)の条項については、石川「へールシルト制J(l)、 1369頁および(それへ
の)註・ 28で扱ったことがある。特に(それへの)註・ 28で指摘しておいたように、

レーン法47・2には構文上の問題があり、それを正しく読み解くことは必ずしも

容易でないが(後註・ 2と4を参照)、そうした問題によって、むしろレーン法47・

2がAV1・112に補正を加えて成ったものであること(逆に、 AV1・112がレーン

法47・2の抄訳であるとは考えにくいこと)が判る、ということをあらかじめ指摘し

ておきたい(この点については後註・ 4を参照)。

2 )この件、「レーン法」の原文は Swemeder manne tostaであるが、これをシヨットは

Wer selbst keine Mannen hat ……と訳した上で、 d巴rbed阻ntsich im Bedarfsfalle an 

Stelle eigener Mannen der Gefolgschaftsleute des Herrnという(上掲・邦訳では、 b-

bの後につづく「その主君の家臣仲間を……J以下の)本文に続けている (Sch.，S. 294)。

すなわち彼は、この「自分が家臣たちをもたない者」が(すぐ前のレーン法47・1の

主君の家臣仲間を証人として用いる)r家臣Jと解しているのである。(ヒルシュは、こ
れを Werkeine mannen hat ……と訳した上で、それに続く本文の方は dermann benutzt 

des herren gefo1gschaft (= Mitvasallen) anstatt seiner mannenとしており (Hi.，S. 146 mit Anm. 

3)、(必ずしもそうとは断定できないものの)、少なくともショットと同じように理解し

たと受け取られる余地を(少なからず)残している)。しかし、そうした読み方を前提

にすれば、なぜ「家臣Jが「彼(=前の主君)の家臣たちの代りに「彼の主君の家臣
仲間」を証人として用いなければならないのか理解することができず、すぐ前の

レーン法47・lとのつながりを説明することもできない。したがって、この件の

北法53(3・393)985



資料

「家臣たちがいないいずれかの者」は、(授封更新を求める)I家臣jではなく、(死亡

した)I前の主君」と解さなければならない。ひるがえって(このレーン法47・2の

底本になったと目される)AV 1・112の註当箇所の原文はCuiuscumquedominus 

deficit in hominibusであって、(証人になるべき)I家臣たち」をもたないのは「主

君」、この条項の主人公はその「主君」の「家臣」であることに疑問の余地がまっ

たくない。

3) lenrecht dunの語については、前出レーン法18、註 .10、25・4、註.3、26・

11、註・ 3、および、石川「ラント法とレーン法j、1618-1620頁で述べたことを

参照されたい。

4) b -bの件は、 AVに対応箇所がなく、「レーン法」で補足された(と目される)も

のであるが、著者・アイケはなぜこの補足が必要と考えたのか、あるいは、この

補足によって何を明らかにしようとしたのか。この点については、「レーン法を

行うことができるほど高くへールシルトに生まれついている」というのは、具体

的には、「父から第6以上のシルトを継承したjことを意味する、ということをま

ず確認しておく必要がある。前出レーン法 1=AV 1・2によれば、「へールシル

卜は園王に始まり、弟7(のそれ)で終る」し、前出レーン法2・1=AV1・4、

2・2=AV 1・5、1. 6 (前半)によれば、ヘールシルトをもたない者は(原則

として)レーン能力を欠く。さらに、前出レーン法25・1=AV 1・57、1・58の

註.8で述べたように、「ある者(ないし、家臣)が彼の同身分者の家臣になれば、

彼のへールシルトを(一つ)引き下げたことになる」という原則がある。したがっ

て、法的に問題のない形で自分の家臣をもち所領を(又)授封することができる

のは第6シル卜をもっ者までに限られ、ヘールシルト制の最底辺に位置する第7

シルトをもっ者は ((r受封権力」しかもたず、「授封権力Jはもたないから、少なくとも

法的に問題のない形では)自分の家臣をもち所領を(又)授封することができない。

以上のことを念頭において、 AV(および、それに対応する「レーン法J)の註・ 2ま

での件を読み直してみると、そこでは、文言上、第6シルトをもってはいるが

(授封更新を求める当註家臣以外に)(事実上)家臣を(まったく、あるいは、必要な数だ

け)もっていない者と、第7シルトしかもたずそもそも法的に問題のない形では

家臣を持つことのできない者とが明確に区別されていない。(仮に第7シルトをも

っ者から所領を授封されてその家臣になった者があった場合、(第8シルトは存在しない

から)そのシルトが(一つ)下がるという原則をそのまま適用できないことははっきりし

ているが、その場合、家臣になった者がどうなるかについては、 AVでもまた「レーン法J

でも明示的には言及されていない)。しかし、この件の補足によって、少なくとも

「レーン法jに関する限り、(もともと適法には家臣をもちえない)第7シルトをもっ

者の家臣になった者にはこのレーン法47・2=AV 1・112の「特典」が認められ

ないことが明確にされている。したがってこの補足は、へールシルト(制)を

Hierarchieとして機能させようとする(特に「レーン法jに鮮明に見られる)志向に
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ザクセンシュピーゲル・レーン法邦訳(10)

もとづくもの、と考えなくてはならない。(なお、「ヘールシルトに生まれついている

(geboren is) Jという表現については、前出レーン法2・4=AVl・6(後半)、註・ 1を

参照)。以上のように考えてくると、乙のb一bの件を(先に「レーン法」が書かれ、

それを後からラテン語に訳し戻した際lこ)AVで「割愛」されたと考えることはまず

でき(そうに)ない、ということも理解されるであろう(前註・ Iを参照)0 ただし

この件には、原文では(前註・ 2までのSwemeder manne tosta，に続けて)unde doch to 

deme herscilde geboren is also ho， dat he lenrecht dun machと、構文上、ひきつづき

Swemeの支配を受ける形になっている、という難点があり、せめて(たとえば

叩 deとdochの聞に)heが補われていれば、もっと理解しやすい文になったはずで、

ある。ひきつづき次註・ 5を参照されたい。

5 )この箇所の原文は、(前註.4に引用した箇所にひきつづき)des he町enhusgenote 

nuttet de man in der mannen statとなっているが、このうち d回 herrenhusgenoteの

語が「上級主君の家臣たち」を指すことは、 AVの対応箇所がsuperiorisdomini 

hominesとなっていることからも確かめられる(この点については、後註・?をも参

照されたい)。また、上掲の「レーン法jの原文を前註・ 2で紹介したヒルシュ訳

とくらべると、 desheπen (husgenote)の語が(ヒルシュ訳とは異なり)(註・ 2までの

文、および、その後に補足された)b -bの件の直後に位置していることが目につ

くはずである。それによって著者は、 Swemeに導かれる文がdesheπ'enにかかわ

ることを明らかにしたい、と考えたのであろうが、それも(前註.4に指摘した問

題もあって)、構文上、何としても無理であり、この件で著者は(もっと大胆にAV

のテキストから離れて)、たとえば Ofjewelk herre de manne nicht ne hevet， doch 10 

deme herscilde geboren is also ho， dat he lenrecht dun mach， des herren husgenote'"… 

とでも書けば、彼の言いたいことは、読者にとってもっと理解しやすいものにな

ったであろう。

6 )この箇所、 (in)der manne (stat) = (in loco) hominium iIIiusの語が「前の主君の家

臣たちJ(=授封更新を求める家臣仲間)(したがって、 AVのilliusの語がcuiuscumque

dominus)を指すことは、直前のレーン法47・1= AV 1・111とのつながりから明

らかであろう。

7) この c-cの件は、 AVに対応箇所がなく、「レーン法」で補足された(と目され

る)ものであるが、そこまでの a-aの件が直前のレーン法47・1にかかわるこ

とを(より)明確にしようとして補足されたものであることは、 c-cの件の中で、

特に「彼(=家臣)の所領がそこへ(帰)属しているところで家臣である者jと言わ

れていることによっても明らかであろう。すぐ前のレーン法47・1= AV 1・

IIIで扱われているのは、家臣が(死亡した)主君の息に授封更新を求めるのでは

なく、(主君が息なしに死亡した場合などの事由により)所領が上級主君にとって

ledichになった(=上級主君の手に戻った)場合に他ならないからである。ただし、

この「彼の所領がそこへ(帰)属しているところで家臣である者jという表現につ

北法53(3・391)983 
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いては、次のような問題があ(りう)る。すなわち、前条(レーン法47・1=AV 1・

lll)、註・ Iでも述べたように、家臣が上級主君に授封更新を求める場合、家臣

は、上級主君が自ら所領を授封するか、それとも(前の主君と少なくとも同じシル

トをもっ)彼(=上級主君)の家臣を新しい主君として指定するように求め、上級主

君は後者の道を選ぶことができるのだから、このc-cの件の「彼の所領がそこ

へ(帰)属しているところで家臣である者」というのは、必ずしも上級主の家臣と

は限らず、(上級主君が指定した)新しい主君の家臣をも含む(したがって、前註・ 5

の箇所のdesherren husgenoten = superioris domini hominesと矛盾することになる)ので

はないか、という疑問がそれである。しかし、この疑問は当たらない。前出レー

ン法15・3は、(私見によれば)、上級主君が家臣に新しい主君を指示したのに新し

い主君が家臣に所領の授封を拒んだ場合、家臣は新しい主君に対しては「いかな

る(証人による)立証をも必要とせず」、上級主君に対して (mitsiner manne rechte--

後述を参照)自分が(上級主君が新しい主君を指定しなければならないように、適法に)

授封更新を求めたことを(証人により)立証すれば、新しい主君は家臣に対する授

封を拒むことができない。つまり、この場合、事は(新しい主君のレーン法廷では

なく)上級主君のレーン法廷において審理されるのであって、家臣がそこで上級

主君に対する授封更新が適法に行われたことを立証するために必要とするのは

(新しい主君の家臣たちではなく)上級主君の家臣たちである。したがって、この C

-cの件の「彼の所領がそこへ(帰)属しているところで家臣である者jも「上級

主君の家臣」と解すべきであって、前註・ 5の箇所との聞に矛盾はない。(また、

以上のように考えると、前出レーン法42・2、註・ 2でna(od_ mit) siner manne rechteの

語について述べたことは、いちだんと説得力を増すはずであるが、前出レ}ン法15・3、

註・ 11の末尾で述べたことには、「彼がその「レーン法廷」に欠席しその「指定Jを知らな

かった場合jに加えて、[彼(=新しい主君)が家臣の所領(が彼に綬封されるべきもので

あること)を承認しない場合」を補足しなければならない、ということも判るであろう)。

256 

48・11) a)ある主君が彼の家臣の(=家臣に(又)授封していた)所領を、 b)そ

の家臣が承知することなく (anedes mannes wetenscap) (=その家臣に知らせるこ

となく)、b)-2)彼の主君(=上級主君)に返還する(ないし、した)(Op let)3)場合

は、c)それどころかそれ(=家臣の所領)が(その場で直ちに上級主君から)別な者

(=上級主君の別な家臣)に封与された場合にも、c)-4) (その)家臣は彼の年期内に

彼の所領の授封更新を(上級主君または所領を封与された「別な家臣」に)求める

べきである (volge)05) (この場合)、この家臣の年期は、彼(=家臣)に彼の主君

北法53(3・390)982



ザクセンシュピーゲル・レーン法邦訳(10)

が彼(=主君)の家臣たちの面前で、彼(=自分・主君)が彼の(=家臣に授封し

ていた)所領を(上級主君に)返還したこと (geIatenhebble) 6) を知らせた時に始

まり、a) d)あるいは、かの者、すなわちそれ(=家臣に授封されていた所領)をそ

こで(=その場で上級主君から)封与された、あるいは(ないし、換言すれば)そ

れ(=所領)をわがものとして占取する(ないし、した)(sek underwint) 7)者(=

別な家臣)が、そのことを(=主君が返還した所領を自分が上級主君から封与されわ

がものとして占取したこと一一つまり、家臣は自分に所領の授封更新を求めるべき

ことーーを家臣に知らせるよう)彼(=主君)に求め (budet)(ないし、要請し)、そ

してそのことが彼(二家臣)に主君の使者によって明らかにされる (bewiset

wert) (ないし、された)時に(始まる)0 d) '8) 

AV1・1131) a)誰かある主君が彼の家臣の(=家臣に(又)授封していた)所

領を彼の主君(=上級主君)に返還し (resignat)、3) あるいは(さらに)、別な者

(=上級主君の別な家臣)が(その所領を上級主君から)授封される(ないし、され

た)場合、4) この家臣は彼の期限内に(その)レーンの授封更新を(上級主君ま

たは新しい主君になる「別な家臣」に)求めるべき (sequator)である。5) この場合、

この家臣の(授封を求めるべき)期限は、彼の主君から彼(=家臣)に彼(=主

君)の家臣二人が聞くことのできるように、(主君が)この者の(=家臣に授封

されていた)レーンを(上級主君に)返還した (resignaverit)6) ことが知らされ

た時に開始され、a) りあるいは、上級主君(自身)または(その所領を上級主君

から)授封された別な者(=上級主君の別な家臣)が、判決をもって(sententia-

liter) (それまで)他の者(=所領を返還した主君)の(ものであった)所領を(わ

がものとして)占取し (sibiattraxerit)、71叫fIまた、(彼等が)農民たちに対して、

この所領に関し(ないし、この所領をもとに)彼(=新しい領主である自分)以外

の者には、誰にも賃料(ないし、小作料)(censum)を支払うことなく、またい

かなる者に対しでもなんらかの形で勤務(ないし、奉仕)する (serviant)こと

のないように、命令した(日に開始される)0 fJ.a) g) (彼=(上級主君の)r~1jな家

臣」が)その者(=所領を返還した主君)が居合わせるところで判決をもって

(sententialiter)この所領を(上級主君から封与されわがものとして)占取した

(sibi at回xerit)7)のでない限り、g)・10) h)なんぴとも(=所領を返還した主君のい

かなる家臣も)この者(=所領を返還した主君)の同意(の言葉)を聞く前に、彼

の主君の(=彼の主君が返還した)所領を他の者(=上級主君または彼からその

北法53(3・389)981
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所領を封与されそれを占取した「別な家臣J)から受領すべきでない(ないし、受

領してはならない)0 h) .11) 

1 )このレーン法48・1=AV 1・113は、主君が家臣に授封していた所領を(上級主

君に)返還した場合、家臣がその所領の授封更新を求めるべき「年期J(ないし、「期

限J)がいつから始まるか、という問題を扱っているが、あらかじめお断りして

おくと、以下に掲げる邦訳は一般的な理解とは大きく異なっている。そうした訳

に踏み切らざるをえなかった理由については、次註・ 2以下の後註で逐次述べる

ことにするが、そのことに関連して注意しておきたいことが三つある。①AV1 

・113とくらべると、レーン法48.1 tこはかなり大幅な「改訂」が施されており、

そうした「改訂Jがなぜ行われたのかを考え(それに沿って解釈し)なければならな
い、ということ。②これらの条項を次のレーン法48・2(その冒頭の部分=a-

aの件は、われわれの Textでは、後註・ 10と11で述べるように、もともと AV1・113の

末尾=g-g、h-hの件に改訂を加えたものと解されるので、それ)との関連におい

て(=それと矛盾しないように)理解しなければならないこと。③家臣(このレーン

法48・1=AV 1・113の「主君J)による所領の返還については、前出レーン法39・

1 =AV 1・95でも扱われており、このレーン法48.1 =AV 1・113の読解に当

たっては、当然そこで述べられていたこと(=家臣は所領を返還した場合、所領につ

いての「占有権J(were = poss回目。)は失うものの、所領を引き戻すべき年期内は(否認)

宣誓をもって所領の返還(の事実そのもの)を否認(つまり、実質的には撤回)できると

して、(所領のHヲ!き戻し権jが特に手厚く保障されていること、ただしその際、所領が

(直ちに)家臣の面前で(彼の異議申立なしに)他の家臣に封与された場合はもはや宣誓を

もって返還を否認(=撤回)できない、とされていること)を前提して(それと矛盾しな

いように)理解しなければならないこと。以上の3点がそれである。

2) b -bの件、 anedes mannes wetenscapは、 AVには対応箇所がなく、「レーン法」

で補足されたものであるが、この一句によって著者が言いたかったことは、(補訳

で述べたようにII主君がその家臣に知らせることなく」ということであり、した

がって、「レーン法」では、家臣が(たまたま)主君による所領の返還の事実を知っ

ても、家臣が(上級主君に対し)所領の授封更新を求めるべき年期は始まらない、

とされていることになる(なお、現代語でも ohnemein Wissenと言えば、「私に知らせ

(もせ)ずに、私には内証で」という合意になる)。レーン法48・1は、後述するよう

に、この点を軸に一貫してAV1・113を改訂していると解されるので、特に注

意しておきたい。

3) oplaten = resignareの語については、前出レーン法16=AV1・42、註.3を参照。

なお、後註.6をも参照されたい。

4 )この件、「レーン法」に「その場で直ちに」という補訳を加えたのは、ここで扱わ
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れているのは前出レーン法39・1=AV 1・95の末尾(前註・ lを参照)または

レーン法39・3のケースである、と考えたからであるが、そう考える理由をも含

めて、この点については後註.8-11で述べることを参照されたい。

5) volgen = sequiの語については、前出レーン法2・6=AVl・7、註・ 3を参照。

6) この箇所の l剖enの語については、前出レーン法16=AV1・42、註・ 3を参!照。

なお、この筒所の latenの語がoplatenと同義であることは、 AVの対応箇所で(前

註・ 3の箇所と同じく)resignareの語が用いられていることによって確認される。

7)この場合、「占取するJ(sek underwinden =日biattrahere)ということが具体的に何

を意味するかについては、後註.8と9で述べることを参照されたい。なお、

(1レーン法jのsekunderwindenに対応する)AVの(剖bi)attrahereの語には、 J.F 

NIERMEYER， Medi配 latinitatislexicon minus， S. 69によると、(中世語では)acquerir， 

s' approprierの意味がある。

8 )この d-dの件、原文では od釘 jenedat eme budet， deme it dar gelege泊is，oder sek 

gudes underwint， unde eme dat mit des h悶 enboden bewiset wert.であるが、これを

ヒルシュは jener，dem es verliehen ist (= d町田ueHerr， vgL S. 147， Anm. 6)， ihm d創

出主主 oder山 hdes gutes bemachtigt und伽民heinen boten豆竺生竺竺虫笠豆竺空

wird固と訳し (Hi.， S. 147)、ショットも(ihmdies mitteiltとdasの語を diesに変えただ

けで)これに追随している (Sch.，S. 294)。しかし、こうした解釈には幾つも疑問

があって、とうていそれに従うわけにはいかない。

① budetの語(その不定詞は、 Text，S. 160， 222によればbeden，Ho.， II 1， S. 567によ

ればbieden)は、ザクセンヒュピーゲルのほかの箇所では mitteilenの意味で用い

られていない。 (Text，S. 222によれば、 bed聞の語は 1)erbieten， anbieten， 2) ge品目ten，

3) bietenを意味し、 Ho.，a. a. 0によれば、 biedenの語は a)bieten，叩bieten，抽出ten，

b) gebieten， anb岡田1を意味するが、(現代語のgebietenにも dringendheischenの意味が

あるだけでなく)、 Ho.，11 1， S. 563によれば、 bedenの語は(その3人称・単数現在は

bedetとされているが)、 a)bitten， heisen， auffordem， b) (biede泊の語に代えて用いられ)

b阻闘の意味もある、という)。②原文の伽rの語が訳されていない(=I別な家臣j

がいつどこで問題の所領を上級主君から封与されるのか、という問題が無視されている)。

③この場合(に限って)、なぜ「別な家臣」が直接に(まだ自分の家臣でない)(前の

主君の)家臣にその主君が所領を返還したことを知らせるのか、また、なぜそれ

が(所領を返還した)主君自身による返還の通告に代わることができるのか(後述・

⑥をも参照)。④「別な家臣Jが所領を「占取する」というのは、具体的にいかなる

ことを言い、所領を「封与された」ことと(特に時間的に)どのように関係するの

か。(⑤と⑥で後述するように、上掲・独訳では、「占取する」とは所領を(現実にII占

有(・支配)する」ことであり、時間的には[封与された」後にそれとは別に行われる、と

解されているように見受けられるが、そうした理解は正しいのか)。①上掲・独訳では

bewisenの語がeinweisen(= I (占有)指定する」の意味に解されている。(因みに、

北法53(3・387)979



資料

この解釈はホーマイヤーに遡る一一Ho.1I 1， S. 228のコメントを参照)0 (この解釈には

そもそも特に前出レーン法10・3で指摘したような問題があるが)、仮に(通説を前提し

て)bewisenの語をそのように解すると、この d-dの件では、(所領の「占有(・支

配)Jに先立つて行われるはずの一一前出レーン法10・3=AV 1・30を参照lr占有指

定J(Einweisung)が所領の「占取J(前出・④を参照)の後に行われていることにな

る。⑥ bewisenの語を(通説の意味での)einweisen (= 1 (占有)指定するJの意味に

理解すると、「使者jは(所領を「占取jする)r別な家臣」の許へ送られ、それを送っ
たde(s)heπ.e(n)は「上級主君」ということにな(り、事実、ホーマイヤーは、⑤で上

述したコメントにおいて、明示的にそう述べてい)るが、なぜ「別な家臣J(=この条

項の主人公である「家臣jにとっては「新しい主君J)が上級主君の使者を通じて所領

の「占有指定Jを受ければ、それが(所領を返還した)主君(自身)、あるいは、新

しい主君(上述・③を参照)による(所領返還の)通告に代わることになるのか、

まったく理解できない。⑦さらに、 AVl・113の対応箇所と比較すると、(次註・

9以下の後設で述べるように)、「レーン法jのd-dの件はそれを大幅に改訂して

いることは明らかなのに、上掲・独訳では AVの対応箇所における問題点は解決

(ないし、是正)されないまま残(り、さらに、⑥で述べたような新しい疑問さえ生ま

れることにな)る。

上掲・邦訳は、以上のような問題をも念頭において、このレーン法48・lのケ

ースを次のように理解したものである。この条項は、主君が家臣に授封していた

所領を上級主君に返還した場合、家臣がその所領の授封更新を上級主君に対して

求めるべき年期は、基本的には、(主君が上級主君からその所領の引き戻すべき(ない

し、引き戻しうる)年期内については)主君が家臣に所領返還の事実を知らせた時に

始まる、としているo これは、前出レーン法39・lで述べられていた(前註・ I、

③を参照)家臣(レ}ン法48・lの「主君J)が所領を返還した場合の(所領の)r51き

戻し権」の手厚い保護(ないし、保障)を言わば裏から述べたものであ(って、主君

が所領の返還を家臣に(公然と)知らせることは、主君自身が、所領を最終的に断念した

(=所領についての「すべての権利jを放棄した、つまり、もはや所領の返還を「撤回」し

たり、所領を引き戻したりすることはない)という意思表示をしたことである、という考

え方にもとづいてい)る。ただし、主君が所領を返還した際、その所領が直ちに

(主君が返還の条件として望んだように一一前出レーン法39・3を参照ー一一、あるいは

主君が異議を申し立てずに一一前出レーン法39・1=AV 1・95を参照)その場に居合

わせた(上級主君の)r別な家臣」に封与されることもある(上記・②を参照、なお、
この場合、主君が所領についての(占有権だけでなく)1すべての権利jを失うことに注意

されたい)。そこでレーン法48・1は、そうした場合のことも併せて述べており、

(私見によれば)、この場合、家臣の年期は(上級主君ではなく)(それまでのH主君」

が(新しい主君の求めに応じ)使者を通じて「彼の家臣」にその事実を知らせ(新し

い主君に対して授封更新を希求するよう侭し)た時に始まる、としている。(特に、主
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君が返還の条件として望んだ通りに所領が「別な家臣jに授封された場合には、(それま

での1I主君jと「別な家臣J(=新しい主君)は親しい関係にあると考えられるから、後者

が前者に家臣に対する通告を要請することは不自然ではあるまい)。なお、主君が上述

の場合に使者を通じて家臣に通告しなかったならばどうなるのかという問題は、

次のレーン法48・2の冒頭 (a-a)の件に含まれていると解される。また、上

掲・邦訳では、原文中の odersek d凶 gudesunderwintの件を、すぐ前の demeに

導かれる副文章 (demeit dar gelegen is)に属すると解している。これは、「占取す

るJ(sek underwinden)の語を次註・ 9で述べるように理解した上でのことである

が、この解釈には構文上明らかに問題があり、もし私見のようなことを言いたい

のであれば、ほんらい oderとsekの聞に de(あるいは、←ーその例もあるが せ

めて he)の語がなければならないはずである。しかし、これと同じ構文上の問題

は、この条項のすぐ前に位置するレーン法47・2の(Iレーン法」で補足された)b 

-bの件に見られること(同条への註・ 4を参照)から(rレーン法」でそれと同時に
改訂されたと目される)この48・Iに同じ構文上の問題を抱えた文が見られでも不

思議ではないと考えて、敢えて上掲のような邦訳に踏み切ったものである。

9 )この f-fの件で述べられていることは、 sententialiterの語が(1上級主君jにもか

かるのか、また、それは)どのような事態にかかわるのか、という問題を暫く措け

ば、次のような趣旨であることは明らかであろう。すなわち、主君が(家臣に授

封していた)所領を上級主君に返還した場合、上級主君(自身)または(彼から)所

領を授封された家臣が(判決をもって)その所領を「占取」し、また、農民たちに対

して(おそらく現地で)、自分以外の者に対して小作料を支払ったりなんらかの形

で奉仕することのないように命令すれば、その日から家臣が授封更新を(上級主

君または「別な家臣Jに対して):希求すべき期限(=r年期J)が始まる、ということ
がそれで、ある。すなわち、ここでは、主君による家臣への通告はまったく問題に

されておらず、上級主君または(所領を授封された)r別な家臣Jが所領を「占取」
し、農民たちに対して上述のように命令するという事実があれば、それは主君に

よる所領返還の通告に代りうるとされているのである。(なお、新しい領主が、農民

たちに対して、所領の「占取」に関連して自分自身(だけ)の支配に服するようにという

趣旨の命令を出すことに触れているのは、 AVおよび(rラント法」を含めた)ザクセン
シュピーゲル全巻を通じてこの箇所だけであり、特にこの「命令」が主君による家臣に対

する所領返還の通告に代りうるものだとすれば、それは(主君交替のH公示」という性格

をもつことになるという意味で、注意を要するであろう)。

なぜこうした「レーン法Jの対応箇所(=d -dの件)との相違が生じたのであ

ろうか。この問題を解く鍵は(留保しておいた)sententialiterの詰(および、それと関

連して「占取するjということの具体的意味)にある、と思われる。この件、原文で

はsententialiterの語は (cumsuperior dominus aut inbeneficiatus aIter alterius bona sibi 

attraxerit， sententialiter， et praeceperit agricolis，……と)かなり後に位置しており、
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読み方によっては(所領を授封された)1別な家臣」だけにかかると解することも

できないことはないように思われる。しかし、仮にそのように読むと、所領を返

還された「上級主君」が所領を「占取する」には「判決Jを要せず(自動的に)所領

の「占有権Jを取得することになるから(前註・ lで触れた前出レーン法39・1=AV 
1・95を参照)、 sibiattrahereの語は、(この場合)、所領を「占有(・支配)する」と

いう意味ではなく、所領の「占有権を取得する」という意味になる。さらに、上

級主君が所領返還の時点で所領を(その意味で)r占取jし、その時点から家臣がそ
の授封更新を求めるべき期限(=r年期J)が始まるとすれば、その期限は主君が
所領を引き戻すべき期限(=r年期J)と同時に始まり同時に終ることになって、
a-aの件で前述され(さらに g-g、h-hの件で、「レーン法Jでは次の48・2、a

-aの件で後述され)ていることと抵触する。そこでこうした問題を解決するため

に、 AVでは (etの誌を介して)ひきつづき農民たちに対する命令に言及されてい

ることに着目し、家臣が所領の授封更新を求めるべき期限(=r年期J)は(主君や
「日Ijな家臣Jが所領の「占有権jを取得しただけでなく、さらに)農民たちに上述のよう

な命令を出した時に始まる、と理解しようとしても、次のような疑問を解決する

ことはできない。すなわち、(前註・ 1で触れたように)前出AV1・95(=レーン法

39・1)によれば、所領を返還した家臣(=AVl・113の「王君J)には、 6週と 1

年の問、宣誓をもって返還(の事実)を否認する(=実質的には、返還を撤回する)

ことができるとして、その所領を引き戻す「権利」が手厚く保護(ないし、保障)

されているのに、なぜその期間(=r年期J)内に主君が所領を「別な家臣」に授封
したり、上級主君または「別な家臣」がそれを「占取」し、農民たちに対する支配

を開始することができるのか、という疑問がそれで、ある。

上掲・邦訳は、こうした問題をも念頭に置いた上で、この f-fの件は(所領

を返還した)主君が6週と 1年の「期限」内に所領を引き戻さなかった場合にかか

わっている、と理解したものである。前出レーン法42・1によれば、家臣 (=AV

1・113の「主君J)が所領を引き戻すべき年期を慨怠した場合、主君(=AVl・

113の「上級主君J)が家臣から所領を取り上げるためには、(家臣が年期を僻怠しただ

けでなく)年期終了後さらに所領についての「すべての権利J(al ansprake)を判決

をもって剥奪し、(そのことを証人によって立証)し(え)なければならない(ただし、

レーン法42・1tこ対応する AV1・104-107では、このことは明確にされておらず、「所

領を引き戻すべき年期jに関する件は「レーン法」で補足されたものであることに注意さ

れたいんしたがって、(この f-fの件の)sibi attrahereの語も所領について(単に

I占有権を取得するjという意味でなく)(少なくともJrすべての権利 (alanspraJω=  

omne ius) (この表現については AV1・106を参照)を取得するJ(あるいはさらに、

1(現実に)所領の占有(・支配)を始めるJ)ということを意味する。上級主君または

「別な家臣」が農民たちに対して上述のような命令を出す(ことができる)のはその

ためであ(り、あるいは、「所領の占有(・支配)を始めるjということを具体的に述べ
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たものであ)る。一一一この f-fの件を以上のように理解すれば、上述した (sen-

tentialiterの語を「別な家臣が所領を占取する」という文にだけかかると理解した場合に生

じうる)疑問はすべて氷解するであろう。(ただし、この場合、主君が家臣に対して所

領の返還を通告しなくても家臣が所領の授封更新を求めるべき期限(=r年期J)が始ま
る、ということになるが、この問題については、すぐ後のレーン法48・2冒頭 (a-aの

件)、および、それへの註・ 4を参照されたい。また、その点を別にすれば、レーン法48

・1では、少なくとも前註・ 7で述べた私見を前提する限り、本註で述べたような疑問

が生ずる余地のないように改訂されていることが判るであろう。特に、返還された所領

の「別な家臣jへの授封がその場で(直ちに)行われた場合に限られ、上級主君による所

領の「占取j、および、上級主君または[別な家臣jの農民たちに対する「命令J= r占有
(・支配)の開始」の件が削除されていることに注意されたい)。ひきつづき次註・ 10以

下の訳注を参照されたい。

10) この g-gの件については、テキストそのものに次のような問題がある。上掲・

邦訳は、「凡例」、 4で述べたように、エックハルト編のArchetypusに拠っている

が、そこに掲げられているテキストでは、この g-gの件が(前の f-fの件に続

くのではなく、そこから新しい文が始まり)、 Antonによって補正された次の h-h

の文(次註・ 11を参照)を導く、とされている (Text，S. 58， Fn. u)。これに対して二

つの異本(ニ H町(a制v引icho町rs刈t)本、(いvon川)E駅(y戸be叩n川Iけ)本)のこの条項 (H本でlは立 1. 1日14ω)には h

一hの件がな〈し、 g一gの件(作=q伊u翻 diunon a瓜tt廿r悶a出xe叩ritse副n凶1t白削t阻回e町叩n凶I

本では h恥ecω)bona in eiu山s(E本では句u山s)pres田en凶tiaω)は(f一 fの件に続いて)前の文

に属している。したがって、その中の田町(ないし、 ejus)の語は所領を返還した

「主君」、また、この件の(省略されている)主語は (Archetypus=上掲・邦訳とは異な

り)(主君が返還した所領を上級主君から封与されそれを占有する)r別な家臣」という
ことになる。したがって、二つの異本によると、この条項はまず、主君が所領を

上級主君に返還した場合またはそれがさらに他の家臣に授封された場合、(それを

主君から(又)授封されていた家臣はその時から(法定)期限内に(新しい主君に対し

て)授封更新を求めなければならない、という「原則Jを述べ(そこでは、前註・ 2
で指摘したように、家臣に対する通告が問題になっていないことに注意)、その期限は、

(主君が所領を引き戻すべき年期内であれば)主君が家臣に所領の返還を(公然と)知

らせた時、(その年期が経過した場合には)上級主君または(その所領を授封された)

「別な家臣jが判決をもって所領を「占取」し農民に対して(前註・ 9で述べたよう

な)命令を下した時に始まるとした上で、このg-gの件で、以上の後段(=期限

の始期)について「例外」を述べていることになる。(前註.1で触れたように)前出

AV 1・95(=レーン法39.1)では、この g-gの場合について、家臣(=この 1・

113の「主君J)はもはや所領の返還を否認することができない、とされているから、

この二つの異本のテキストは、家臣が所領の授封更新を求めるべき期限は主君が

所領についての「すべての権利」を失った(あるいは、放棄した)時に始まる、とし
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ている点では、(レーン法48・lとは異なっているものの)ある意味では一貫してい

ると言える(し、それによって、前註・ 9で述べた私見はもっと強く支持される)であ

ろう。ひきつづき次註・ 11を参照されたい。

11)このh-hの件は、前註・ 10で指摘しておいたように、Antonによる補正にもと

づき、 Arch巴typusのテキストに加えられたものであり、その際すぐ前のg-gの

件も、(fー fの件までの前の文に続くのではなく)、このh-hの件を導くものとし

て位置づけられている。そのため、 g-gの件の(省略されている)主君は、二つ

の異本とは異なり、(問題の所領を上級主君から授封された「別な家臣」でなく)、 h-

hのnemoを承けるのではないか、という疑問が生ずる(し、一般にその前半=

[レーン法」の部はAVの(ほぼ)忠実な独訳から成る、と解されている)Gorlitzer Rechts-

buch (22・15)の対応箇所も、 g-gに対応する件の主語を (h-hの件に対応する件と

同じく)niemanと明記している)。しかし、主君が上級主君に所領を返還する際に、

その(=主君の)家臣がその場に居合わせて(直ちに)上級主君から授封されるとい

うことは、(仮にあったとしても)きわめて例外的な事態にすぎない、と考えられる

から(もしそれが一般的であれば、主君が所領を返還した際にそもそも家臣がその所領

の授封更新を求めるべき「年期jは必要なくなる、ということに注意されたい)、そうし

た理解を前提すると、このg-g、h-hの件は、前の e-e、f-fの件に対

する「例外Jを述べるという役割を(ほとんど)呆たしていない、ということにな
ってしまう。そこで上掲・邦訳では、 GorlizerRechtsbuchに時に AVの誤読(ない

し、それにもとづく誤訳)も見られる(たとえば、その 1. 3、b-bの件、 Text，S. 21 

を参照)ことをも考慮し、 g-gの件の(実質的な)主語を (AVの二つの異本と同じ

ように、また、対応するレーン法48. 1の論旨にも合致するように)(上級主君から所領

を授封された)r別な家臣Jと解したものである。なお、 Antonによる補正の最大の
強味は、(上述したような紛れ=誤解の余地は残るにしても)、それがG凸rlitzerRechts-

buchの対応条項 (22・15)と合致している点にある。ひきつづき次のレーン法48

. 2 =AV 1・114、註.4を参照されたい。

257 

48・21) a)なんぴとも(=いかなる家臣)も、彼が前もって彼の主君の言葉

を聞く(ないし、聞いた)の(=彼の主君から知らせを受けその諒承を得た後)でな

ければ、上級主君に対して彼の主君の(=彼の主君が上級主君から受領していた)

所領(の授封更新)を希求してはならない、彼(=彼の主君)がそれ(=その所領)

を(上級主君に)返還した (gelatenhebbe) 2) 場合、 b)あるいは、それについて

(=その所領を引き戻すべき年期を)悌怠し(てその所領を失っ)た (sekdar an 
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versumet hebbe) 3) 場合b) には。aH)c)もしそのこと(=所領を返還しまたは年期

の悌怠により失ったこと)を主君がが承認しない(ないし、否認する)ならば、家臣

は彼(=主君)に対し彼の家臣たちの前(=主君のレーン法廷)で、 d)彼(=主君)が

彼の(=家臣に授封されていた)所領を、法定の期限内 (binnenrechten degedin-

gen)すなわち 6週以内に、d).5) (上級主君に対して)(代表・)擁護し (voresta)、6)

またそれ(=その所領)について彼(=家臣)の保障人 (singewere) 7)になるよう

に、判決をもって要請す (manen)8)べきである。c).9) e)主君がf)不法に (mit

unrechte) (=法の定め(る手続)に反して)lO)りそのことを拒絶し、g) また彼(=

家同)がそのこと(=主君が彼の要請を拒絶したこと)について彼(=主君)の家臣

たち(=家臣仲間)を証人としてもつ(=証人に立てることができる)ならば、g).11) 

家臣は(ニ上級主君に対して)彼の(=主君から彼に(又)授封されたいた)所領の

授封更新を求めるべき (volge)12) であり、e)h)またそのこと(=所領の授封更新

をl".級主君に求めたこと)について彼の主君に対して(ないし、彼の主君との関係

において)は損害なしに (anescaden)すむべきである、たとえ彼(=主君)がそ

の後それ(=その所領)を(上級主君に対して)(自分の所領として)立証・取得す

る (behalt)ことがあっても。14).h) 

AV 1・114]) c)もし主君がそれ(=家臣に授封されていた所領)を(上級主君

に)返還したこと (resignasse)2) を否定するならば、家臣は(主君に対し)彼

(=主君)の家臣たち(ニ家臣仲間)が居合わせるところで(次のこと、すなわ

ち)、上級主君の前で、(しかも)その者(=その家臣)が居合わせるところで、

それ(=彼の所領)について釈明し (excuset)、6) またそれらの者(=彼の家臣

たち)の保証人 (eorumwarandus) 7)になることを請うべき (roget)8)である。c).9) 

AV1・1151) e)もしそのことを主君がなさなかったならば、(家臣は)も

う一人の(=新しい)主君(=上級主君)に対して、g) 前述したような仕方

で、g).11) 授封更新を求める (sequitur)12) ことになる、e)i) (家臣が)上級主君

によって(新しい主君を指定され、その者から所領を受領するようにと、その者

の許へ)送られる (transmittitur)(場合には、その)者のところへ赴いてoi)l3)

1)こ(れら)の条項の読解に当たっても、まず前出レーン法48・1=AV 1・113、お

よび、それへの訳註、特に註・ lで述べたことをあらかじめ参照されたい。

2 )この箇所の latenの語は、前条(ニレーン法48・1)、註.6の箇所のそれと同義に
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用いられている。同註を参照されたい。(なお、 AVのこの箇所は、 resignavis間が正

しいと恩われるが、(二つの異本を含めた)すべてのテキストにおいて問signasseとなっ

ている)。

3) sek versumenの誇はr(ある手続の)慨怠によって(ある物ないし権利を)失うjとい
う意味で用いられるが、特に(前出レーン法22・5、26・2、33・1、[33・3]、後出

50・1のように)r年期の慨怠によって所領(についての権利、特にその授封を求める
権利)を失う」という意味で用いられている。それを補訳の中で「所領を引き戻す

べき年期」に限ったのは、この b-bの件が (AVにはなくJrレーン法」で補足さ

れたものであり、そのことを手がかりにして、前条(=レーン法48・1)(における

「改訂J)との関連を考えたからであるが、この点についてはひきつづき次註・ 4

を参照されたい。

4) ここまでの a-aの件をまずb-bの件を除いて読み、すぐ前のレーン法48・1

と比較してみると、(前述したような前条の理解を前提すれば)、それは前条で述べら

れていたことを(別な表現で)要約したものであることがはっきりするであろう。

そのうちの前半(=rなんぴとも、彼が前もって彼の主君の言葉を聞くのでなければ、
上級主君に対して彼の主君の所領を希求しではならないJ)は、(すでに)前出 AV1・

113 (Archetypus)の末尾(=h -hの件)に対応箇所があるが、その後半のうち「彼

がそれを返還した場合JはAVl・113、g-gの件と異なっているだけでなく、
b-bの件(=rあるいは、それについて僻怠した場合J)は、前註・ 3で述べたよう
に、そこには対応箇所がなく、「レーン法」で補足(ないし、改訂)されたものであ

る。なぜ「レーン法jではb-bの補足が必要になったのであろうか。

私見によれば、「レーン法」では、まず前条 (=48・1)において、主君が家臣に

(又)授封していた所領を(上級主君に)返還した場合、家臣が所領の授封更新を求

めるべき年期は(一般には)主君が所領の返還を家臣に知らせた時に(ただし、所領

がその際主君の居合せるところで直ちに(上級主君のlr別な家臣Jに授封された時は、そ

のことが「主君の使者jによって家臣に知らされた時に)始まる、ということを述べて

いる(前条への註・ 8を参照)。つまりそこでは、主君が所領の返還を家臣に知ら

せた場合のことだけが扱われているのであり、当然、主君がそれを家臣に知らせ

なかった場合にはどうなるか、という問題はまだ扱われていない。私見によれば、

このレーン法48・2は(少なくとも、主に)そうした場合のことを扱っているので

ある。そうした前提で読むと、この a-aの件は次のように理解しなければなら

ないことが判るであろう。

前条(=レーン法48・1)、註・ lと8で述べたように、所領を返還した家臣(=

レーン法48・lと2の「主君J)が所領を引き戻す「権利Jは手厚く保護(ないし、保

障)されている。そこでこの a-aの件では、まず主君が所領の返還を家臣に(通

告した前条の場合をも含めて、しかし特にそのことを)通告しなかった場合について、

(仮に家臣がその事実を知り主君に訊ねたとしてい主君が所領を引き戻すべき年期内
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は、主君がその事実を認めしかも家臣が上級主君に所領の授封更新を求めること

を諒承しなければ、家臣は(上級主君に対して)所領の授封更新を求めではなら

(ず、したがって家臣が所領の授封更新を求めるべき年期は始まら)ない、とし=うこと

が述べられている。しかし a-aの件には、前述したように、さらに b-bの件

が補足されて、(これに加えてH(主君が所領を引き戻すべき年期を)悌怠した場合jの

ことが(新たに)述べられている。前出レーン法42・lによれば、家臣(レーン法

48・Iと2の「主君J)が所領を引き戻すべき年期を僻怠したとして主君(同じく、

「上級主君J)から問責された場合、年期が経過した後に家臣(=r主君J)から所領
についての「すべての権利J(aI ansprake)が判決をもって剥奪されたことを、主

君(=r上級王君J)が(彼の家臣6人とともに)立証できない限り、家臣(=r主君J)
は否認宣誓を行う(=所領をヲ|き戻す)ことができる、とされている。したがって、

この b-bの件の r(主君が)慨怠した場合」も、前出レーン法42・Iと同じよう
に、(主君が所領を引き戻すべき年期を慨怠したものの)主君から所領についての「す

べての権利」がまだ判決をもって剥奪されていないケース(あるいは、それをも含

むもの)である、と解することもできないわけで、はない。しかし、このケースは、

(所領を返還した)主君が所領についてもつ「権利」は所領を引き戻すべき年期内と

同じである(=所領についての「占有権jはもたないものの、まだ「すべての権利」を失

ってはおらず、否認宣誓を行ってそれをヲ|き戻すことができる)から、むしろすぐ前の

「所領を返還した場合Jに含まれる、と考えることができる。さらに、後出 d-
dの件の r6週以内jという期限(が、次註・ 5で述べるように、所領についての「す

べての権利」の喪失と関連する、と推定されること)をも併せて考えると、この b-

bの件の「慨怠した場合」はむしろ(ないし、少なくとも主に)主君が所領を引き戻

すべき年期を悌怠しただけでなく、主君からさらに所領についての「すべての権

利Jが判決をもって剥奪されたケースを念頭に置いたもの、と解すべきであろう。

なお、以上のように理解すれば、 b-bの件で述べられているのは、前出 AV1

・113(=レーン法48・1)、 e -eの件と(所領を返還した主君の所領についての権利

という観点から)まったく別な表現を用いてはいるものの、実はそれと同じケース

に当たる、ということが判る点に注意されたい(この点については、前条への註・

9を参照)。ひきつづき次註・ 5と後註.9を参照されたい。

5) d -dの件は、 AVに対応箇所がなく、「レーン法jで補足された(と目される)も

のであるが、「彼(ニ主君)が彼の所領を擁護」すべき「法定の期限」が、(r 1年と
l日」ゃ r6週と l年」、つまり「年期Jとは異なり)r 6週以内」と明記されているこ

とが注目される。この r6週Jという期限は、 (AVに対応条項がなく、同じく「レー

ン法Jで補足されたと目される)前出レーン法14・4(註・ 4の箇所)にも姿を見せる

からであるが、それについては、ひきつづき次註・ 6以下の後註、特に後註・ 9

を参照されたい。

6 )この笛所、「レーン法」の vorestaの語に AVのexecusetが対応しているが、 Text1 
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のGlossarはこの箇所の excusareの語を auslosen(=請け出す、請け戻す)の意味に

解している (S.130)。これは必ずしも間違いとは言えないが、(後出 AV1・120、

2・29、2・31などに姿を見せ)["レーン法」の utten= ["ヲ|き戻すJ(=再授封を受け

る)の誇に対応する extrahereの語との相違がはっきりしない、という憾みが残る。

(なお、「レーシ法」の uttenの語は、たとえば前出レーン法42・lやこの48・2に明らか

なように、多くの場合AVに対応箇所・対応条項のない件で改訂ないし補足されたもの

であり、家臣による所領の r51き戻し(の権利)Jは「レーン法」ではじめて明確にされる

にいたった可能性が大きい)0 excusareの語は、(古典語では、「弁護するJ、r(あること

を理由に)釈明する」、などを意味するが)、 J.F. NIERMEYER， Mediae latinitatis lexicon 

minus (S. 390)によると、中世においては、「主人の権力外へ逃れた有罪(ないし、

有責)の従属者(ないし、従属民)(dependant coupable)のために、身柄引渡しの条

件として、l'impunite(=罰を加えられないこと)を手に入れるjことを意味する、

という。これを参考にし(f従属者Jを「所領jに置き換え)て考えてみると、この箇

所の excusareの語は、具体的には、「主君が、彼自身の行為(=所領の返還やそれを

引き戻すべき年期の僻怠)によって(家臣に授封していた)所領を失った場合、上級

主君に対してその所領が家臣に授封されていたことを明らかにし、家臣が(上級

主君から授封更新を受けて)その所領をひきつづき占有(・支配)できるようにす

るJ、という合意をもつことが判るのではないか。(なお、前出レーン法14・4、下
から 9行日では、 vo陀st四の語を r(主張・)擁護し」と訳しているが、これも、上述のよ

うな理解にもとづき、 r(代表・)擁護しjに統ーしたい)。ひきつづき次註・ 6以下の

後註、特に後註・ 9を参照されたい。

7)この箇所、「レーン法jのgewereの語が「保障人jを意味することは、 AVの対応

箇所で warandusの語が用いられていることによっても確認できる O なお、 AVで

は少し前(前註・ 6の文)にあった「その者(=その家臣)が居合せるところでJの

一句が「レーン法jには見当たらないが、これは、「彼の保障人になるJというこ
との中に当然そのこと(=主君が家臣ともども上級主君の許へ赴いて、ということ)が

含まれているので、わざわざ言及するに及ばない、と考えられ省略されたものと

推定される。

8) manenの語には、 mahnen，ermahnen， auffordemなどの意味があるが (Text，S. 234)、

この筒所、 AVでそれに対応する語は rogereなので、「要請する」と訳すことにし

た。(なお、前出レーン法14・4の邦訳、下から 8行目の「督促(すべきである)Jも、「要

請(すべきである)Jに統ーしておきたい)。

9) ["レーン法」のここまで(=a -aとc-c)の件を読み解くに当たり、(前註・ lと

4で指摘したように)前条(=レーン法48・1とそれに対応する AV1'113)との関連

を考えることのほか、前出レーン法14・4を参照することが不可欠であると恩わ

れる。この条項は、 (AVに対応条項がなく、「レーン法Jで補足された、と目されるも

のであるが、すぐ前のレーン法14.2および14・3との関連において)、ある家臣(=
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レーン法48・2の「主君J)が主君(同じく、「上級主君J)に対して、後者から授封さ

れた所領についてそれが後者から授封されたこと)を否認し、また、後者の家臣

たちの面前(=1:走者のレーン法廷)でそれについて争った場合は所領は後者(=I上

級主君J)にとって ledichになる(=その手に戻る)、とした上で、その所領が前者

(=主君)の家臣に(又)授封されていた場合には、このレーン法48・2と同じく、

家臣は前者(=r主君J)に対し、 f6週以内に」、彼の所領を(後者=r上級主君」に
対しJr(代表・)擁護する」ことを「要請」しなくてはならない、としているから

である(前註.4、5、8を参照)。この条項(=レーン法14・4)の場合、(すぐ前に

位置し、ある家臣が主君から授封された所領を主君の面前で他の主君から受領したと主

張するーーしたがって主君からの授封を再認する一一ケースについて、家臣はもはやそ

の所領について「いかなる権利をもたないjと明記している)レーン法14・2とのつな

がりから家臣(=r主君J)が所領についての「すべての権利」を失うことは明らか
であり、それにもかかわらず、(又)家臣は彼の主君に対して上述のこと(=6週以

内に上級主君に対し彼の所領を(代表・)擁護すること)を要請すべきである、とされ

ているのである。そうだとすれば、家臣に対してまったく同じ手続を求めるこの

レーン法48・2(の前段)も、主君が所領についての「すべての権利」を失った場

合を想定したものと解するのが自然であろう。(なお、 AVの1・113とI・lはだけ

を読んで、以上のような(法的な)脈絡を辿ることはまず不可能に近い。序に付言してお

くと、レーン法14・4、前掲・邦訳(上から 9行日)の「占取(しよう左)するjは、「占

取する(ないし、した)Jと改めるべきであろう。ここでも、 sekunderwintの語は(直接に

所領を「占有するJという「事実Jよりは)むしろそれが「自分の支配に属する」という

「権利J(の宣言 公示)という意味合いが強い、と考えられるからである(前出レーン法

48・1=AV 1・113、註・ 7を参照)。ただし、(レーン法14・4、前掲・邦訳(下から 8

行自)の「主張(ないし、要求)(叩sprake)Jには、 i(上級主君が)直接に所領を占有(・支

配)しようとする」という合意があることには変りがないであろう)。

10)この f-fの件は、 AVに対応箇所がなく、「レーン法jで補足された(と目され

る)ものである。

11) この件、「レーン法」では、「また彼がそのことについて彼(=主君)の家臣たちを

証人としてもつならばJと具体的に叙述しているが、これは前出レーン法47・l

に述べられていた手続を念頭に置いたものであることは明らかであろう。これに

対して、 AVは単に「前述したような仕方でjと述べているにすぎ(ず、それだけ

では具体的にどの条項で述べられていた手続を指すのか、すぐには理解でき)ないが、

それが「レーン法」で上述のように「改訂」されたことから、同じく前出 AVl・

lll(=レーン法47・1)で述べられた手続を指している、ということを確実に推定

することができょう。なお後註・ 14をも参照されたい。

12) volgen = sequiの語については、前出レーン法2・6= AVl・7、註・ 3を参

照。また、 AVについては、ひきつづき次註・ 13を参照されたい。
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13) この件、 transmittereの諾は、「レーン法」で言えば wiser】=i(新しい主君を)指定

するjの意味で用いられているが、それについては、前出 AV1・57(=レーン法

25. 1)、註.9 (の箇所の用例)を参照されたい。なお、この件の(家臣が授封更新

を求めるべき)(新しい)主君(原文では inquem a superiore domino transmittitur)とすぐ前

のe-eの件の「もう一人の主君J(原文では inalium dominium)の関係が文言上必
ずしも定かではなく、両者が同格で、ある(=いずれも「新しい主君」を指す)可能性

もないわけではないが、上掲・邦訳では、(前出AV1・57=レーン法25・lの論旨に

従い)、両者がそれぞれ別な主君(=新しい主君と上級主君)を指すものと解してい

る。また、この lー iの件は「レーン法J(の対応箇所)では(全面的に)改訂され

ているが、その点については、ひきつづき次註.14を参照されたい。

14) この h-hの件は、対応、する AV1・115、 l一 lの件(前註・ 13を参照)と比較す

れば明らかなように、それを全面的に(ニ内容的にも)改訂した(と目される)もの

であるが、(特に)家臣が「彼の主君に対して損害なしに (anescaden)にすむ」とい

うことは具体的にはいかなることを言うのか、という問題があり、さらにこの問

題(ないし、疑問)は次のような疑問によって増幅される可能性がある。すなわち、

この条項の場合、(上述してきた私見によれば)、主君はすでに所領について「すべ

ての権利」を失っている(つまり、もはや所領を引き戻す「権利Jをもたない)はずで

あり、「彼(=主君)がその後それ(=所領)を(再び)受領するJことはそもそもあ

りえないのではないのか、という疑問がそれであるo しかし、これら二つの問題

(ないし、疑問)のうち後者については、前出レーン法42・2一一これは同条への

註・ 1で述べたように、(このh-hの件と同じく )AVには対応箇所がなく、「レー

ン法Jで補足された(と目される)ものであるーーを参照することによって解決す
ることができる。そこでは主君(このレーン法48・2の[上級主君J)が彼の家臣(同

じく、「主君J)から所領についての「すべての権利」を判決をもって剥奪したと主

張し、それに対して家臣が(すでに)法定年期内に所領(の授封を希求し、あるいは、

それ)を引き戻したと主張するケースが扱われており、この場合、家臣が自らの

主張を証人によって立証すれば主君の立証を却けることができる、とされている

からである。したがって、このレーン法48・2、h-hの件の改訂は、前出レー

ン法42・2の補足と同時に行われ、それと平灰を合わせ(ょうとし)たものである

ことも明らかであろう。(なお、上級主君に対する授封(更新)の僚の上級主君(自身)

による授封と新しい主君の指定の関係は、特に前出レーン法25・1=AV1.57、1・58

とレーン法25・2=AV 1・59で既に述べられているので、このレーン法48・2では一一

煩を避けるために一一省略されたものと考えられる)。さらに、上述した(=上級主君

は主君が所領を引き戻すべき年期を悌怠したと考えて、主君から「すべての権利」を判決

をもって剥奪した)場合、家臣も上級主君と同じように考えて、上級主君に対して

授封(更新)を求めるためこのレーン法48・2の前段 (a-aとc-cの件)で述べ

られているような手続をとることもあるだろうが、その場合、(自分はすでに所領
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を引き戻したと(後に)主張する)主君は当然それを拒むことになり、家臣は主君に

よる諒承(ヤ保障)のないまま、上級主君に授封(更新)を求めざるをえなくなる

であろう。したがって、この場合、もし主若が「その後J(=家臣が上級主君に授封

(更新)を求めた後に)上級主君と争って所領を立証・取得することになると、家臣

は(主君から授封していた)所領を別な主君(=上級主君)から受封し(ょうとし)た

ことになり(前出レーン法14・2=AV 1・41を参照)、主君が上級主君に勝訴して所

領を(再び)取得した時、(これは主君が所領を引き戻すべき年期の経過後のことである

から、家臣は主君から所領の授封(更新)=再授封を受けることが必要になるが一一す

ぐに後述する前出レーン法16=AV1・42を参照)、主君がその点を各めて家臣に対す

る授封(更新)(=再授封)を拒むおそれが(まったりないわけではない。そこで、

h-hの件は(全体として)そうした可能性をあらかじめ封じようとしたものであ

り、「主君に対して損害なしにすむjというのは、具体的には、主君に対して(特

に)そうした再授封の拒絶(=一種の報復)を禁じたものと解される。(なお、前出

レーン法16=AV1 .42は)、主君が所領を(上級主君に)返還(または売却)してそれを再

び受領した場合、「彼(=主君)が6週と 1年それ(=その所領)についてのgewereを欠い

ているのでない限りJ、あるいは、「主君が6週と 1年(その所領の)warandiaを手放して

いたのでない限り」、家臣は主君から授封されていた所領を改めて(主君から)受封する

に及ばない、としている。これは、裏から言えば、(上述したように)主君が6週と l年

の経過後に再び所領を受領ないし(立証・)取得した場合には、家臣は主君から所領の授

封(更新)=再授封を受ける必要がある、ということになるであろう。そのこととの関連

で付言しておきたいことがある。前掲・邦訳では、上記引用中(註・ 7の箇所)のgewere= 

W町田diaの語を「占有Jと訳しているが、前出レーン法39・1=AV 1・95(=r彼(=家

臣)がそれ(=所領)を(主君に)返還する(ないし、した)場合は、その者は were(AV 

ではpossessio)(=占有権)を欠くべきであるJ)を考えると、むしろ「占有権I せめ

て「占有(権)J に改めるべきであろう。ただし、特に前出レーン法42.1に明らかな

ように、その「占有権jの喪失は直ちに(所領についての)rすべての権利jの喪失を意味
しない、ということに注意した上で )。

258 

49・ a)ある主君が彼の家臣から所領を奪い (nimt)、J)あるいは(=換言す

れば)、彼(=主君)が彼(=家臣)に対してレーン法を行うこと(Ienrechtto 

dunde) (=家臣による所領の授封(更新)の希求に応じて所領を授封すること)2) を

拒み、あるいは、彼(=主君)が法(の定め)によって (mitrechte) (ないし、法の

定める手続に従えば)彼(=家臣)を(彼=主君が授封した所領について)保障す
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(weren)べき時に、彼(=主君)が彼(=家臣)に対する保障(werenscap)から逃

れる(あるいは、逃れた、すなわち保障人になろうとしなかった)場合、3} そ(れら)

のことを家臣は彼の上級主君に (demeoveren he汀叩)4}彼(=上級主君)の家臣

たちの前(=レーン法廷)で訴えるべきであり、そして(その場合)この者(=上

級主君)は判決をもって彼(=下級主君)に対して、自らまたは彼の使者一人に

よって、それを彼の家臣二人が聞くことができるように、(次のことを)命令す

べきである、(すなわち)彼(下級主君)は彼(=家臣)に対し法を行い (rechtdo) (= 

法の定め(る手続)に従い、家臣に所領を封与し)、5) b}その所領について彼(=家

臣)の正しい保障人 (sinrechte gewere)になる(=法の定めに従い、法廷で、家臣の

保障人としての義務を果たす)b)・6}べきことを。もし彼(=下級主君)がその場合

(ないし、それでもなお)その(上級主君から命令された)ことをなさないならば、

上級主君4)はそれ(=所領)を彼(=家臣)に自ら封与すべきであり、7) また彼

(=家臣)の(=所領について)保障人 (singewere)になるべきである、S)-a} c)家

臣がそのこと(=下級主君が上級主君の命令に従わなかったこと)を、レーン法

〈の定め〉がそうであるように(=レーン法の定める手続に従って)、証人により

立証する(ないし、した)場合は。c)-9} 

AV1 ・116 a)もし主君が法(の定め、ないし、法の定める手続)に反して

(contra iustitiam)家臣から彼(=家臣)の所領を奪い (accipit)、j)あるいは(=

換言すれば)、不法に(iniuste)家臣に(=その所領を)授封する(inbeneficiare)

ことを拒み、2} あるいは、(家臣が)彼(=主君)から受領しているレーンに関

してその者(=家臣)の保障人 (warandus)になろうとしない3) ならば、家臣

は(そのことを)上級主君に (superioridomini)4)訴えるべきであり、そして

にの場合)その者(=上級主君)は彼の使者を介して彼の家臣二人が(それを)

聞くことができるように、かの者(=下級主君)に対して(次のことを)命令す

べきである、(すなわち、彼=下級主君は)法(の定め)によって (deiure)そう

することが義務づけられているように、訴えた者(=家臣)に対して法を行

うべき (faciariusririam) 5} ことを。もし(下級主君が)そのことをなさないな

らば、上級主君 (dominussuperior)4)が彼(=家臣)に所領を封与すべきであ

り、7) また、彼等(二人の主君)のうち後者(=上級主君)が、前の(=下級)主

君に代って、(家臣の)保障人 (warandus)になるべきである。8)-a} 
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1 )この箇所は、「レーン法」の nemenの語に AVのaCClpereが対応している。 accト

pereの語はもちろん (AVそのものにおいても)f受け取るJという意味でも用いら

れ(てい)るが(たとえば前出 1・4u=レーン法14・1、1・69.a =レーン法26・3)、

J. F. NIERMEYER， Mediae latinitatis lexicon minus (S. 10)によれば、(特に)中世話と

しては、 prendre，saisir， s'emparer de qqch.を意味する、というだけでなく、 AVそ

のものにおいても「占取するjの意味で用いられることがある(前出 AV1・31=

レーン法10・4の末尾を参照)。そこで、上掲・邦訳においては、これを (AVの

contra山tItlamの語をも考慮して)(1レーン法」の n印刷ともども)r奪うjと訳してお
いたが、それについては次のことが問題になる。すなわち、この「奪うJ(ないし、

「法に反して占取するJ)というのは、具体的にいかなる事態を指しているのか、と

いう問題がそれで、ある。こ(れら)の条項では、このことも(すぐに後述されている

三つの事態とともに)、ラント法廷ではなく、上級主君のレーン法廷に持ち出され

るべきものとされているから、(それは後出レーン法68・5=AV 51で扱われている

(主君による)1法(=裁判)の拒絶jの1ケースとされている可能性が大きく)、主君が

(物理的)i暴力」を用いて家臣の所領を「奪うJことはもちろん、おそらく(前述
レーン法39・2で補足された)主君が家臣に所領の返還を「強制(ないし、強要)す

るJ場合をも含まない、と解される。そうだとすれば、主君はどのようにして家

臣の所領を「奪うJ(ないし、占取する)のかという疑問がますます募ることになる

かも知れないが、その点については後註 5で述べることを参照されたい。

2 )この件では、「レーン法jのlenrechtto dundeの諾は AVのinbeneficialeに対応し

ており、それが(具体的には)i(所領を)授封する」という意味であることはそのこ

とによっても確認されるであろう。この点については、前出レーン法2・6=

AV 1・7、註・ 7、レーン法18、註・ 10、レーン法26・7、註.5、レーン法

26・11、註.3および、後註・ 5をも参照されたい。

3 )この件、「レーン法jとAVでは表現の仕方は異なっているものの、両者が実質的

には同じことを言っていることは、改めて指摘するまでもあるまい。

4 )この箇所では、 AVのsuperiordominusの諸に「レーン法」の deovere herreの語が

対応している。この点については、前出レーン法25・1=AV 1・57、 1. 58、

註・ 7、および、レーン法29・1(=AV 1・75・前段)、註・ 3を参照されたい。

5) この件、「レーン法jの原文は (dat)he sinem manne recht doとなっているが、こ

れをヒルシュは (das)er seinem manne die盟主hterfulle (Hi.， S. 148)、ショットは

(das) er seinem Mann gegenuber die Lehensptlichten erfulle (Sch.， S. 296)と訳してい

る。これらの訳は(実質的には)必ずしも間違っていないが、それが具体的に何を

指すかという点に関しては、果たしてそうした訳で著者の考えを正確に再現でき

るか、疑問があると言わなければならない。

この件に対応する AVの原文は、 (ut)conquerenti faciat iustitiam， (ut de iure sibi 

tenetur facere)であるが、(上掲・独訳では、「レーン法Jでは省略された utde iure' 
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以下(だけ)を訳した形になっていることは問わないとして)、まず、そこで IUsttttam

facereと言われていることが具体的に何を指しているか、をはっきりさせなけれ

ばならない。 AVではこのf&(fレーン法」、註・ 6のb-bに当たる文がなく)、すぐ

に主君が上級主君の命令に従わなかった場合について、上級主君が自ら家臣に封

与すること、および、(下級主君に代って)自ら家臣の保障人になることが述べら

れているから、 iustitiamfacereの語は(下級主君が)家臣に所領を授封すること、

および、家臣の保障人になること(の双方)を指す、ということになる。これに対

して、「レーン法」では、この件にひきつづき(註・ 6の筒所の)b -bの一文(=

(unde) des gudes sin rechte gewere si )が補足されているので、 rechtdunと言われ

ていることが、「家臣の(正しい)保障人になる」こと(次註・ 6を参照)をも含むこ

とはありえず、「家臣に所領を授封する」ことだけを意味していることになる(上

掲、Lehenspflichtenというショット訳は、この点でも問題がある)。したがって、「レー

ン法」の rechtdunの語は、すぐ前(前註・ 2の箇所)の lenrechtdunと同義であ(り、

おそらくその省略形であ)る、と解される。(なお、ザクセンシュピーゲルでは recht

dunの用例は少ないが、後出レーン法67・4では(具体的には)r参廷(ないし、出頭)義
務を履行する」、ラント法2・71・5では(具体的には)I(法廷の手続に従い)裁判を行

うjという意味で用いられており、いずれも「法廷jないし[裁判jに関するから、(少な

くとも「裁判jに準じた手続で行われる)r授封」について用いられでも不思議ではあるま
い)。

しかし、以上に述べたことに関連して、もう一つ問題があ(りう)る。すなわ

ち、(上掲・邦訳の本文では、補訳を抜きにして読むとそう読めるように配慮しておいた

つもりであるが)、この条項の冒頭では一一「レーン法J.AVのいずれにおいても
一一(主君が家臣に所領を授封すること拒む場合、および、家臣の保障人になろうとし

ない場合に先立つて)まず「主君が家臣から(彼の)所領を奪う」場合のことが述べ

られているが、その場合はどうなるのか(むしろ、と守こへ行ったのか)、という問題

がそれである。この問題は(前註・ lの末尾で指摘した問題とも関連するが)、その

直後に位置する oder(AVでは aut)の語を「すなわち」ないし「換言すればjの意味

に解すれば、簡単に解決するはずである。すなわち、「主君が家臣から所領を奪

う」ことと「主君が家臣に授封を拒むこと」は別々のことではなく、この条項で

想定されているのは、ほんらい主君が(家臣の求めに応じて)家臣に授封しなけれ

ばならない所領を(彼に授封せずに)そのまま(わがものとして)I占取J(ないし、「横

領J)してしまうケースである、と理解すれば、上述したような問題はそもそも起

こらない(し、 AVでaCClpereの語(前註・ lを参照)が用いられている理由もいっそう

納得がいく)はずである。(ただし、前出レーン法22・3=AV 1・48、1・49では、(少

なくとも)息=封統人が所領の授封を求めた際に(おそらく、さらに家臣が主君が死亡し

て所領の授封更新を求めた際にも)、(新しい)主君が(正当な理由なくして)授封(更新)

を拒めば、家臣は(生涯)所領を(主君に対する)勤務なしに保持できる、とされている
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から、このレーン法49・1=AV 1・116で想定されているのは、(前出レーン法39・1= 

AV 1・95で家臣が「占有権jを欠くとされている)家臣から所領を判決をもって剥奪され、

あるいは、家臣が主君に所領を返還したケースに(ほほ)限られるであろうし、さらに、

直前のレーン法48・1、48・2(AV 1・113-115)とのつながりから言えば、それらの

うち特に後者(=家臣が主君に所領を返還した場合に、主君がその「引き戻しJ=再授封

を拒んだケース)を念頭に置いたもの、と解される)。

6 )このb-bの件は、 AVの前註・ 3の箇所と(後述する rechteの語を除いて)同じ文

であるが、 AVのこれ(本註・ 6)に対応する箇所には b-bに当たる文が見当た

らず、「レーン法Jで(ここに)補足された(と目される)ものである。この補足に
よって「レーン法J、前註・ 5の件の論旨がAV(の対応箇所の)それとどのように

変ったかについては、前述・ 5を参照されたい。

なお、 sinrechte gewereの語について一言するとー一一。(一般に)主君は家庄の

I(法定)保障人jであるから、この形容詞 recht(e)が「法定(の)Jという意味にな
ることもありえないわけではない。しかし、ここで問題になっているのは、(誰が

家臣の f(法定)保障人jであるか、という問題ではなく)、(家臣の「保障人」である)主

君はきちんとその義務を果たすべきである、ということである。上掲のように

I (彼の)正しい(保障人になる)Jと邦訳した上で、上記のような補訳を加えたのは

そのためである。

7)この件、文言上、(上級主君が家臣のためになすべきことの中に)(前註・ lの箇所の)

主君が家臣の所領を「奪うJ(ないし、奪った)場合(の救済措置)が含まれていない

が、それについても、前註・ 5で述べたことを参照されたい。なお、上級主君が

(又)家臣に(直接)所領を封与することができるのは、一般には、所領が上級主

君にとって ledichになった(ニ上級主君の手に戻った)場合に限られるが(後出レー

ン法53=AV1・122、1・123を参照)、この条項の場合は、上級主君が(又)家臣の

ために(下級)主君の行った(不法な)行為を是正するために自ら(又)家臣に授封

するのであって、上級主君が(直ちに)下級主君から所領を取り上げるとは考えに

くいし、そのための手続にも言及されていない。なお、この問題は、後出レーン

法68・4=2・51、2・52で扱われている問題と関連すると考えられるので、そ

こでさらに検討することにする。

8)前註・ 3と6を参照。なお、前註・ 7で述べたこととの関連で言えば、 AVのこ

の件、「彼ら(二人の主君)のうち後者が、前の主君に代って」という言い回し

は、一ーすでに上級主君が(又)家臣の新しい主君になったのではなく一一(下

級)主君が(依然として)家臣の主君=保障人であることを前提し、上級主君は

(とりあえず)この事案に限って(又)家臣の主君=保障人としての役割りを代行す

る、という合意が強いように思われる。

9)この c-cの件も、 AVに対応箇所がなく、「レーン法」で補足された(と目され

る)ものであり、そのうち「レーン法くの定め〉がそうであるように」と訳した
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箇所は、「ドイツ語第 1版J(Ordnung Ia)ではa1selenrecht isとあったものに、「ド

イツ語第3版J(Ordnung Ic)でa1selenrechtes recht isと補足が加えられているが、

その意味するところは(実質的には)変らない。

259 

49・2 a)ある主君が二人の家臣あるいは三人(の家臣)に所領を、それ(=

所領)が彼(=主君)にとって最初に自由に (Iedich)1)になる(ないし、なった)時

に(最初に主君の手に戻った所領を占有・支配させる)(という条件で)封与する2)

ならば、その場合最初に授封される(ないし、された)者が、彼(=主君)にとっ

て自由に(Iedich)3lになる(=主君の手に戻る)最初の所領を待つ (warden)(= 

最初の所領について待機権をもっ)4) べきである。a}占)

AV1 ・117-a a)もし主君が二人の者(=家臣)あるいは三人の者(=家

臣)にレーンについての期待権を(expectationem in beneficio )、1) しかも(特

定・)明示された場所において(inlocc designato)ではなく(=それが所在す

る場所(ないし、村)を特定・明示することなく)、封与する(ないし、した)2) な

らば、最初に授封された者(=家臣)が最初に自由になる (solutum)(ないし、

主君の手に戻った)3) レーンをもっ(=占有・支配するけ)ことになる。a)・5}

1) rレーン法」のledichの語については、前出レーン法7・1、註・ 1を、また、
そこでAVでそれに対応して用いられている expectatioin beneficioの語について

は、前出 AVl・84・a(=レーン法32・1)、註・ lを参照。(ただし、このAV1・

117・aとは異なり、そこではこの語はgedingeの意味で用いられているが、その点につ

いては、前出レーン法5・1=AV 1・19、1.20、註・ 3を参照)。ひきつづき次註

. 2を参照されたい。

2 )この件、「レーン法」の「主君が家臣に所領を、それが彼にとって最初に ledichに

なる時に(占有 支配させるという条件で)、封与する」という表現は、 (AVに対応条

項のない)前出レーン法7・1でも用いられており、同条への註・ 2でも指摘し

たように、「レーン法」の(同じく AVに対応条項のない後出55・9と57・3に見られ

る)用語で言えば、 wardunge(=待機権)の封与を指している。この箇所では、こ

れに対応する AVの表現は「レーンについての expectatio(期待権)を、しかも(特

定・)明示された場所においてではなく、封与する」であるが、この表現につい

ては前出 AVl・28(および、 1・125)(=レーン法10・2)、註・ 6(および、註・
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11-13)を参照されたい。(特にAVで、 wardungeのことを言うのに「しかも明示された

場所においてではなくjという一句が必要になるのは、 expectatloの語がgedingeの意味で

も用いられるからである)。ひきつづき次註・ 3を参照されたい。

3 )ここでは、「レーン法Jのledichの語がAVのsolutusに対応しているが、この点
については、前註・ lと2のほか、前出レーン法10・2=AV1・28(註.2の箇

所)をも参照されたい。

4 )この件、 AVのhabereの語に対応する「レーン法」の wardenの語は、(前註・ 2で

も指摘したように)Iレーン法jではじめて「術語」として用いられるにいたった

wardungeの動詞形と理解すべきであろう。

5) こ(れら)の条項(全体)を前出レーン法7・4=AV1・29と比較されたい。そこ

で述べられていたことが、このレーン法49・2=AV1・117・aで述べられてい

る「原則jを前提し、その論理的帰結を示していることは明らかであろう。

50・ a)主君が家臣の年期内に、(つまり)、彼(=家臣)が彼(=家臣)の所

領を(主君から)受領すべき聞に、ラントから(外へ)出かける (utdeme lande 

vuret) 1)場合は(ないし、出かけることがあっても)、そのことが家臣にとって彼

の(所領を受領する=主君に所領の授封または引き戻しを求める)権利を (tosime 

rechte)2)損なうことはない。3) しかし、主君が(ラントへ)戻る(ないし、戻っ

た)場合は、家臣の年期は(その時に)始まる。4) b)しかし、主君が(ラントへ)
やかた

戻ってきた後、家臣が彼の年期内に(主君の)館または家(屋敷)で、または裁

判集会で主君(の姿)を見(ないし、主君と会ったにもかかわず)、そして(ないし、

しかも)彼(=家臣)が彼(=家臣)の所領を[( (主君に対し)希求せず、またJ]

彼(=主君)から受領(も)しないならば、彼(=家臣)は彼の所領を(年期の)慨

;怠によって失うことになる。b)・5) また、家臣がラントから(外へ)出かける 1)

場合には(ないし、出かけても)、彼(=家臣)はそのことによって彼の年期を延

長すること(に)は(なら)ない。a)・7)

AVl ・117・b a)家臣たちの(彼等が)所領を受領すべき期限内に、a)

AVl ・118(承前)a)主君は、もし(彼が)故国 (patria)(=彼のラント)を離

れ(てい)る1)ことがあっても、家臣たち(の所領を受領する権利)2) を損なう

ことにはならない。3) (そうではなく、この場合)家臣の(所領を受領すべき)期

限は、主君が(故国=ラントへ)戻ったその日から始まる。4) しかし、(家臣が)

彼の(所領を受領すべき)期限内に故国(=ラント)を離れた1) 場合は、家臣の
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不在の故にその者の年期は延長され(ることが)ない、a) c)前者(=主君)が故

国(=ラント)に居なかったのでない限り。cH)-7)

1 )この件、原文では、 Iラント法」の utdeme lant vuretの語に AVのpatri削t!xeatが

対応している。 J.F. NIERMEYER Mediae latinitatis lexicon minus (S. 773)によると、

(中世話の)patriaは、1.pays (sens vague)， 2. une region determine， province， terri-

toire， 3. pagus ou comte， 4. diocesなどの意味で用いられ、(ドイツ語で言えば)

(Reichではなく)Landの含意が強いと思われるので、上掲・邦訳ではそれを「故

国(=ラント)Jと訳し、それに対応する「レーン法」の lantの語も「ラント」を指

すと解したものである。

2 )この箇所、 tosime rechteの語は、 AVに対応する語がなく、「レーン法」で補足さ

れた(と目される)ものであるが、文脈上、それが「所領(の授封または引き戻しを

求めて、それ)を主君から受領する」手続法的な「権利」を指すことは明らかであ

ろう。ひきつづき次註・ 3および後註・ 4を参照されたい。

3 )この(1レーン法」では fそのことが……jから、 AVでは「家臣たち(の……)Jから始ま

る)一文が何を意味するかは、次の(次註・ 4までの)一文で具体的に述べられて

いる。

4 )前註.3を参照。なお、この件を額面通りに受け取ると、家臣の年期は(たとえ

主君が(一旦始まった)家臣の年期内に図(=ラント)外に出かけても、主君の不在期間

の分だけ延長されるのではなく)王君が戻った時に(改めて)始まる、ということに

なるであろう。

5) b -bの件は、 AVに対応する文がなく、「レーン法jで補足された(と目される)

ものであり、おそらく前註.4で指摘したような「甘さ」を是正しようとしたも

のであろう。

6) c -cの件は、逆に、「レーン法jには対応する文がなく、そこで削除された(と

目される)ものである。この箇所、原文は nisipatriae defuerit prius.であり、 AVで

は前行末の terminus，の語と韻を踏むために付け加えられたのと推測され、それ

がなくても意味は変らないから、(韻を踏む必要のないIIレーン法」では削除され

たもの、と考えられる。

7 )なお、この条項については、後出レーン法50・3=AV 1 .120を参照されたい。

50・2 a)家臣は、彼が彼の所領(の授封)を希求し、1)b)そして(ないし、そ

れにもかかわらず)主君が彼(=家臣)に対してそれを不法に (mitunrechte) (= 

法の定める手続に反して)拒絶する(ないし、した)b) .2)場合、彼(=家臣)の(所

領の授封を求めるべき)年期を延長(ないし)するのと同様に、主君は、彼(=主
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君)が彼(=家臣)に所領を提供する(ことを申し出た)場合、彼(=家臣)に対し

てそれ(=家臣の年期)を短縮する(ないし、終了させる)o3)-a)。

AVl・119 a)家臣が(主君に対し)忠誠宣誓 (hominium)を捧げる(ないし、

提供する)1)ことによって彼の(所領の授封を求めるべき)期限を延長(ないし、

更新)するのと同様に、主君は、(彼が)家臣にレーンを提供する(ことを申し

出た)場合は、それ(=家臣の期限)を短縮する(ないし、終了させる)o3)-a) 

1 )この箇所、「レーン法jでは「彼の所領を希求するj、AVでは「忠誠宣誓を捧げる」

と、別な表現を用いているが、両者が実質的に同旨であることは、前出レーン法

22・2、および、特に(それいに対応する)AV 1・47によって明らかであろう。

2) b -bの件は、 AVに対応する文がなく、「レーン法jで補足された(と白される)

ものであるが、(家臣が所領の授封を希求した場合、主君がそれに応じて直ちに所領を

授封すれば、年期の延長(ないし、更新)が問題になる余地はないから、 AVでも(潜在

的に)前提されていたことを、念のために明示的に述べたにすぎず)、それによって両

者の論旨が変らないことは言うまでもない。

3) Iレーン法」では、家臣(特に封相続人)による所領(授封)の希求の手続を具体的

に述べた前出レーン法22・1-22・3(AV 1 ・ 45~ 1 . 49)の後に位置するレーン

法22・5で同旨のことが述べられている。しかし、その条項 (=22・5)はAVに

対応条項がない(=rレーン法jで補足されたものな)ので、 AVにおいてそのこと
を述べているのは、この 1・119が始めてで(あり、しかもそれだけで)ある。

50・3 a)主君が身を隠し、あるいは、ある城塞(の上)に閉じこもって、(そ

のため)家臣が(所領を受領すべく)彼(=主君)の許へ赴くことができないなら

ば(ないし、できなくても)、1) そのことが家臣にとって彼の(所領を受領する=主

君にその授封または引き戻しを求める)権利を(tosime rechte)損なうことはない、2)

彼(=家臣)が次のことについて3)証人をもっ(ないし、もっている)場合は、
やかた

(すなわち)、彼(=家臣)が彼の主君を(主君の)館(=屋敷)一一そこにその出

口とその入口(=その出入口)があるところーーで探し、そして彼(=家臣)の

所領を求めて忠誠宣誓(ないし、臣従礼)を捧げたこと4) (について)、あるいは、

彼(=家臣)の所領を d)法(の定め)に従い (narechte )d) 引き戻した (utgetogen 

hebbe)こと5) について(証人をもっ、ないし、もっている場合は)0 a) 
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AV1 ・120 a)また、 b)レーンを受領すべき家臣たちの期限内、(すなわち)

(彼等=家臣たちが)法(の定め)により (exiustitia) (所領を)受領すべき時に、b)

主君(の所在)が(家臣たちに対して)隠され(occul tatur )あるいは閉ざされる

(ないし、遮断される)(asseratur) (ことがあっ)ても、1) (主君が)家臣たち(の

所領を受領する権利)をf員なうことにはならない、2) (家臣たちが)このことに

関して3) 証人を十分に(=必要な数だけ)もつ(ないし、もちうる)場合には。

しかしながら、家臣は(その場合)、 c)彼(=主君)の家臣二人が居合わせると

ころでc) (主君に)忠誠宣誓を捧げるべく (praebendohominium)、主君をその

者(=主君)の住居において探さなくてはならず (quaerat)、4) また、同じよう

に d)彼(=家臣)から判決をもって剥奪された (abiudicata)d) レーンを彼等

(=家臣二人)の居合わせるところでそこから(inde)(=主君の手から)ヲlき戻

さなくてはならない (extrahat)05) 'a) 

1 )ここまでのところ、「レーン法」では AVのb-bの件に対応する文は見当たらな

い(その一部、 ubidebent suscipe陀 exiustitiaに当たる部分は、前出レーン法50・1、註-

lに補足されている)が、それがなくても、先行の諸条項(特に、レーン法50・1) 

とのつながりから、このレーン法50・3が「家臣が所領を受領すべき年期内」の

ことを扱ったものであることは明らかであろう(この点については次註・ 2をも参

照)。なお、 AVのこの件については、(それだけを独立に読むと)、①occultareと

asserareの語がなぜ受動相になっているのか、②asserareの語は何を意味するのか、

なかなか理解することがきない。これについては、(レーン法50・3と同じことを述

べている後出レーン法66・lに対応する)AV2・31の表現 (sise absconderit dominus 

aut in urbe fuerit se汀atus)も参考になるが、 GorlitzerRechtsbuchの対応条項 (22・

22)はこの箇所を Wirtouch der he町四rholnodir vorbeslozin den manneと訳してしミ

るので、それに従い(上掲・邦訳のようにH家臣たちに対して」と補訳を施すこと

に主って(ほほ)文意が通じ、上述①の疑問は(ほぽ)解消するであろう。しかし、

①の疑問の方は、 MittellateinischesWorterbuch (hrsg. v. der Bayerischen Akademie 

der Wissenschaften u. der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin)， Bd. 1や

J. F. NIERMEYER， M巴diaelatinitatis lexicon minusにも、 asserareの項が見当たらな

い(し、あるいは、 asseraturは(直接法ではなく)接続法とも考えられるが、それではす

ぐ前の occultaturが直説法になっているのと組離をきたすことになる。また、その場合、

不定詞は asse問問になるはずであるが、上記・両辞典のa田 C同町(ないし、 assero)の項に

は適訳が見当たらない)ので、なかなか解決しない。しかし、 NIERMEYERの方の

serareの項 (S.961)には se汀areという綴り方も併記されており(その完了分詞は‘
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前述した後出 AV2 .31に姿を見せる田町atusである)、しかもそのもとになったのは

(古典語でも「かんぬき、掛け金」を意味する)seraの語である、という。そうだとす

れば、 serareの語をもとにしてできた(と恩われる)asserare (= ad-ser~田)の語も、

結局、 verschliesen(Ho.， II 2， S. 159)ないし einschliesen(Text 1， S. 125)を意味する、

という解釈に落ち着くことになるであろう。

2 )ここには、前出レーン法50・1=AVl・118、註.3の箇所と(1レーン法Jでは

まったく)同じ (AVでは語順だけ異なる)文が姿を見せる。そのことによっても、

前註・ 1で指摘した同条とのつながりを確認することができょう。ただし、同条

ではそのあと、「彼(=家臣)の権利を損なうことはない」ということの具体的な

内容が述べられているのに対して、本条ではこのあと、そのことが成立するため

の条件が述べられていることに注意されたい。この点については、ひきつづき次

註・ 3をも参照されたい。

3 )この箇所、 AVの「このこと(に関して)J((super) hoc)は、文脈上、(前註・ lの箇

所のII主君(の所在)が(家臣たちに対して)隠されあるいは閉ざされたこと」を指

すのに対して、「レーン法」の des(=rそのことについてj)の語は、同じく文脈上、

(後から述べられる)["彼の主君を……探し、忠誠宣誓を捧げたことj、および、「彼

の所領を…・・引き戻したこと」を承ける、と解される。それによって、家臣が証

人によって立証しなければならないことも、 AVと「レーン法」では異なること

になり、 AVでは、「彼の主君を…一探すことjと「レーンを引き戻すこと」がそ

の中に、したがってまた(前註・ 2で指摘した)["条件jの中に含まれるのかどうか、

(少なくとも)明確でない叙述になっているのに対して、「レーン法」では、家臣は

「彼の主君を……探し、忠誠宣誓を捧げたこと」および「彼の所領を……引き戻し

たこと」を証人によって立証しなければならず、それが(前註・ 2で指摘したII条

件J(そのもの)であることが明確に述べられている。ひきつづき次註・ 4を参照

されたい。

4 )この件、まず AVについて述べると、その原文は Tamendominum quaerat homo， in 

eius habitaculo praebendo hominium (in pra田entiaduorum suorum) hominumである。

このうち内(上掲・邦訳の c-c)の箇所は、 AntonとHomeyesによる補正

にもとづくものであるが (Text，S. 60， Fn. u)、そこでは「探すjの語が接続法現在

になっていることが注目される。しかも、この文が前(註・ 3の箇所)の文とは独

立した形になっており、文言上、この文で述べられている(1主君を探すj)こと

は、家臣が(所領についての「権利」を守るために)証人により立証しなければなら

ないことの中には含まれず、(所領をすでに受領した)家臣の「努力目標」を述べた

にすぎない、と受け取ることさえできないわけではない。(なお、 Gerundiumの形が

用いられている praebendohominiumの件は、 GorlitzerRechtsbuchの対応条項 (22・22=

Doch sol die man den herrin suchin in siner wonunge unde sine manschaft bietin in der antwerde 

zweler smef manneのように、「家臣は主君をその者の住居において探し、そして彼の家臣
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二人の居合わせるところで(主君に)忠誠宣誓を捧げなければならない」、と訳すことも

できるし、あるいはその方が正しいのかも知れないが、「レーン法」との相違を際立たせ

るために、敢えて上掲・邦訳のように訳したものである)。これに対して、「レーン法」

では、 i(主君を)探す」ことと i(忠誠宣誓を)捧げる」ことは、 gesochthebbeおよ

びgebodenhebbeと、いずれも(接続法)現在完了になっているだけでなく、前註

・3で指摘したように、文脈上そ(れら)のことが家臣が所領についての「権利」

を守るための「条件J(=証人により立証しなければならないこと)の中に含まれてい

ることは明らかであって、 AVについて上述したような「紛れJが生ずる余地は
ない。(ただし、この条項の場合、主君は家臣に所領を授封することを望まないからこそ

逃げ隠れしている、と想定されるから、たとえ家臣が主君をその住居の出入口で待って

(ないし、待ち伏せして)忠誠宣誓を鯵げようとしても、主君は素直にそれを受け取ろう

としないのではないか、という疑問を抱かれる向きもなしとしないであろう。この点を

も含めて)ひきつづき次註・ 5を参照されたい。

5) この件においても、 AVのextrahatの語に「レーン法Jのutgetogen hebbeが対応
しているので、前註・ 4で述べたのと同じことが言える。なお、 (AV)，Text 1の

Glossar (S. 130)は、この件の indeをd昌nachと解しており、その解釈が正しけれ

ば、(少なくともII所領を引き戻すことJは、主君が逃げ隠れしたことを家臣が
(証人により)立証した後のことになり、前註・ 4で述べた疑問はそれによって正

当化されることになるであろう。しかし、この語が用いられていた前出 AV1・

84・b(=レーン法32・3)(註・ Iの少し前)においても、「そこ(=そのレーン)か

ら」と邦訳しておいたように、(直ちに)この解釈に従うわけにはいかない。また、

d-dの件、「レーン法」では、 AVの「彼から判決をもって剥奪されたJの語(が
削除され、それ)に代って、「法(の定め)に従いJ(na rechte)と言われているので、

あるいは、「レーン法」では(家臣から所領が判決をもって剥奪された場合だけでなく)

家臣が主君に所領を返還した場合(の所領のヲ|き戻し)のことも併せて述べられて

いるのではないか、とも考えられるであろう。しかし、家臣が(自発的に)所領を

返還してその引き戻しを求めた場合には、主君が家臣を避ける理由はなさそうだ

(し、前出レーン法39・1、42・1によれば、その効果もないであろう)、という一般論

だけでなく、(このレーン法50・3=AV・120と)同じように主君が(家臣を避けて)

所在を晦ましたり城塞に立て簸ったりした場合の家臣による所領引き戻しの手続

を述べている後出レーン法66・1=AV2・31(前註 lを参照)は、(先行する諸条

項を承けて)主君から問責されたレーン法廷に召喚されたにもかかわらず出頭し

なかったため、家臣から所領が判決をもって剥奪された場合のこと(だけ)を扱

っている。したがって、レーン法50・3も(少なくとも、主に)同じ場合を扱った

ものであり、その場合の手続については(単に narechteとするにとどめて)後出の

条項(=レーン法66・1)に委ねた、と解すべきではあるまいか。(なお、レーン法

66・1=AV2・31は、家臣が主君から所領を引き戻すことができない場合、彼は「彼の
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家臣仲間(ないし、主君の家臣たち)の前で」所領を引き戻すことができる、としている。

それによって、前註 4の末尾で指摘した(この場合、主君は家臣の忠誠宣誓を受け取

ろうとしないのではないか、という)疑問は一一主君に対する「忠誠宣誓jは主君自身に

捧げなければならず、「家臣仲間(だけ)の前でj捧げるわけにはいかないはずだから(前

出レーン法22・2=AVl・47を参照) 、かえって増幅されることになるかも知れな

い。しかし、前出レーン法22・3=AV 1・48によれば、主君が家臣の忠誠宣誓を受け取

る(ないし、受け取って彼を自分の家臣として受け入れる)ことを不法に拒むと、家臣は

(生涯)所領を(主君に対する)勤務なしに保持する(=レーンとして占有・支配つづけ

る)ことができる、とされており、さらに、前出レーン法23・3=AV1-51では、家臣

が(適法に)所領を希求した場合、主君はいつでも、また、(教会堂および墓地の中を除

き)どこでもそれに応じなければならない、とされている。したがって、家臣は主君の

住居の出入口で所領(の授封)を希求しでも、それはもちろん適法であるし、むしろ、王

君が(ある家臣への授封を嫌って)所在を晦ましたり城塞に立て箆ったりするのは、そう

した(レーン法22・3や23・3のような)原則(が一般に認めれ行われていること)を前

提してのことである、と解すべきであろう)。

50・4]) (ある家臣が海の彼方(ないし、海外)で、あるいは、(故国を離れ

た)他の場所で死亡する(ないし、した)場合は、彼の子たちが彼の死を聞き知

りさえすれば、その時に彼等の所領を受領すべき彼等の年期が始まる。また、

ある家臣の主君が彼の家臣たちの知らないうちに死亡する(ないし、した)場合

にも、いつであれ彼等(=家臣たち)が彼(=主君)の死を聞き知りさえすれば、

その時に彼等の所領を受領すべき彼等の年期が始まる。〕

1 )この条項は「ドイツ諾第2版jにおける補足であるが、その著者をめぐる(アイケ

本人か、それとも彼以後の第3者かという)問題を考える手がかりは見当たらない。
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51]) (家臣が所領を受領すべき)法定年期内においては、2)家臣は、彼が居合わ

せていないところで、彼に対して判決をもって科された(irdelet sin ) 3) すべて

の罰金を、主君に対(抗)し聖遺物にかけて(の宣誓をもって)(雪菟し)否定す

る (untreden)(ないし、却ける)ことができる、4) ただし、主君が、本書の前の

ところで述べられているように(ないし、ような仕方で)、彼(=家臣)に対して

それ(=罰金、ないし、罰金が科されたこと)を立証(・取得)する場合は、5) その
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限りではない06)

1)この条項は、 AVには対応条項がなく、「レーン法」で補足された(と目される)も

のであるが、あらかじめ、前出レーン法46・1=AV1 .107・b-1 . 109 (およ

び、同条への訳註、特に I、3、4、8、9などで述べたこと)を、また、この条項が

ここに補足された理由については、次のレーン法52(=AV. 121)、註.10を参照

されたい。

2 )この「法定年期J(rechte jartale)は、先行する諸条項(=レーン法50・1-50・3ま

たは50・4)とのつながりから、「家臣が所領を受領すべき(法定の)年期」を指す、

と思われるが、念のため付言しておくと、(この条項で問題になる)(主君に対する)

「罰金」の支払期限は、 f14夜J(= 2週間)とされている(後出レーン法68・10=AV

2・54、またラント法(上)の罰金の支払期限についてはラント法2・5・2を参照)か

ら、この「法定年期Jが「罰金の支払期限」を指す(あるいは、同時に後者でもある)
ことはありえない。

3) irdelenの語は、前出レーン法45・2(註・ 3の箇所)(of sime he汀enwedde irdelet 

si盟主旦gut)、および、「ラント法」では(1ドイツ語第 l版」に限ると)1・63・2

(mit a1Je deme rechte， dat me dat lantvolk irdelt)と1・14・1(deme richtere scal men 

irdelen op en dat hogeste wedde der penninge)においては、(言わばverdelenの反対語

として)、 f(誰かに)判決をもって(罰金や権利を)与える(=取得させる)Jという意

味で用いられているが、このレーン法51(all de gewedde de op ene irdelet sin)で

は(特にラント法1・14.1の用例と比較すれば)家臣に「罰金Jが(f与えられるJ=

家臣が「罰金」を「取得する」のではなく)f科される」という意味になることは明ら

かであろう。 (Hi.， S. 130およびSch.，S. 298でも、この箇所は (ihm)auferlegt (worden) 

sindと訳されている)。ただしこの点については、ひきつづき次註・ 4を参照され

たい。

4 )ここまでの件は、用語や文章には格別の問題がなく、その論旨も(一見)明快で

あるのみならず、それが前出レーン法46・lの「例外」を定めたものであること

(さらに、同条において(対応する)AVl・107・bに[改訂」を加えた契機にもなってい

ること)も容易に推定することができょう(前出レーン法46・1=AV 1・107・b、

註.4を参照)。しかし、ここまでの件が具体的にいかなるケースを念頭に置いて

いるのかを(少し突きつめて)考えてみると、そこには一一そもそも主君は家臣に

対して「彼の居合わせていないところで」判決をもって罰金を科することができ

る(ないし、ありうる)のか、という疑問をも含めて一一厄介な問題が伏在してい

ることに気づかざるをえないであろう。しかし、その問題については一一次

註・ 5の考察を経て一一後註・ 6で検討することにするo

5)前註・ 4で述べたように、この条項(前註・ 4の箇所まで)の本文は、 f(所領を受領
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すべき)法定年期内jの家臣について、前出レーン法46・1の「例外jを定めたも

のと考えられるが、本註・ 5の件はさらにその(，例外」の)1例外jを明らかにし
ようとしたもの、と解される O そのことを念頭に置いて、もう一度前出レーン法

46・1(それは同条への註・ 4でも述べておいたように、対応する AV1・107・bを一

部「改訂」したものであるが、その要旨)を復習しておくと、そこでは、主君は次の

三つの事柄に限って、(それを目撃した)彼の家臣二人とともに(自分とも 3人の証

人で)立証すれば、家臣の否認宣誓を却けることができる、とされていた。①家

臣がレーン法廷において話しまたは行いまたは確約したこと。②家臣にライヒ

(へ)の勤務が判決をもって命令されたこと。③家臣をレーン法廷に召喚し、そ

れが判決をもって家臣(自身)に通告されたこと。したがって、このレーン法51

(前註・ 4の箇所まで)の本文で扱われているケースも、まず、それがこのうちの

いずれかに当たると想定して論を進めることにする。

たとえば③を例にとると、このレーン法51のケースは次のように考えられる。

I(所領を受領すべき)法定年期内」に、家臣が(罰金に値するような)ある「罪過J
(scult)を犯し、主君が彼を問責すべくレーン法廷に召喚する(後出レーン法65・

1 =AV 1・133を参照)が、この(レーン法51の)場合、家臣は(そこに居合せていな

い、つまり、召喚命令に従わず)出頭しない一一。しかし、この場合には、出頭し

なかった家臣に対して(少なくとも一般には)罰金が科されるのではなく、(前出

レーン法43・l、註・ 4で指摘したように)実は「所領の喪失jにまで及ぶことにな

るので、このケースはこのレーン法51の想定する枠には収まりそうにない(この

点については、前出レーン法46・1=AV 1・107・b、註・ Iと4で触れた後出レーン

法55・2を参照されたい)。ただし、最後まで不出頭をつづけた家臣から所領を取

り上げるためには、(前出レーン法43・1、註・ 4で述べたように、後出レーン法65・

21=AV2・22によると)、主君は家臣から判決をもって剥奪した所領を 11年と 1

日J(ないし、 6週と I年)1利用なしにまた収益なしに」保持した上で、それで、も

家臣が(出頭して)所領を引き戻さなければ、さらに所領についての「すべての権

利jを判決をもって剥奪する、という手続を履まなければならない。このレーン

法51の家臣は(所領を受領すべき)1法定年期内Jにあるので、もし(彼が不出頭をつ
づけた場合)彼に対して同じ手続を適用すると、彼は所領を引き戻すべき年期よ

りも先に(所領を受領すべき)1法定年期」を悌怠して所領を喪失してしまうことに
なる。また、この家臣には(主君による「問責jの道義的・倫理的根拠を(少なくとも)

補強する)1忠誠宣誓」をまだ(自らは、あるいは、新しい主君には)捧げていない、
という問題もある。そこでこのレーン法51(のケース)では、(そうした家臣が主君

の召喚命令に応じなかった場合の「特例jとして)1罰金」を科するにとどめ、この場

合、家庄がそれを認めて罰金を支払えばもちろんそれで事は落着するが、たとえ

家臣がそれを宣誓をもって雪菟しでも、(彼の所領についての「相続権」ゃ「授封更新

請求権Jを必要以上に損なうことなく)、やがて彼が正式に授封を求めて忠誠宣誓を
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捧げるように仕向ける方が得策、と判断されたことになるであろう。なお、この

場合、前註・ 5の「主君が、本君の前のところで述べられているように、家臣に

対してそれを立証するjというのは、(主君は、家臣をレーン法廷に召喚したり、そこ

で家臣に罰金を科したことは、家臣の出頭・不出頭にかかわりなく証明できるはずだか

ら)、主君が罰金を科した時に家臣がその場に居合わせて承服したり、あるいは、

それを黙認したことを指す、ということになるであろう。ひきつづき述べる①

のケースをも参照されたい。

次に前述したレーン法46・1の①のうち、 I(所領を授領すべき)法定年期内に」
(つまり、まだ(新しい)主君から(改めて)所領を授封していない聞の)家臣に(だけ)

起こりうるケースーーたとえば、家臣が主君に対して次の裁判集会の折に授封

(更新)を求めたい旨申し出てそれを「確約」し、主君は(次の裁判集会の折に)家臣

を待っていたのに家臣は姿を見せなかったので、主君はそれに対する制裁として

「罰金」を科したというケースー-を例にして考えてみよう。(因みに、このレーン

法51がこの位置に補足されたのは、「ドイツ語第 I版Jに限ると、すぐ前のレーン法50

1 -50・3の諸条項で、所領を受領すべき家臣の「年期」が扱，われているからである、と

考えられる)。この場合、ほんらい家臣による授封(更新)の手続(そのもの)が問

題なのだから、そうした家臣に(限って)宣誓による雪菟を認める理由は、(上述

した③の場合よりも)もっと容易に説明できるであろう。つまり、この場合、罰

金を科したことは、「制裁Jを加えること自体が目的であると言うよりも、むしろ
家臣が主君の許へ出頭し(法定年期内に)授封を求めざるをえなくなるように仕向

けるための「強制手段」としての性格を色濃くもつことになるであろう。ただし

「レーン法jには、こうした場合に、主君が家臣の居合せないところで家臣に対

して罰金を科すことができる、とする明文の規定は見当たらない。(この事例につ

いても、前註・ 5の箇所の「主君が、前のところで述べられているように、家臣に対し

てそれを立証する」について)、主君が立証することは何かということが問題になる。

もしそれが「家臣が(上述のような)確約をした」ことを指すのだとすれば、上述

した前出レーン法46・lの①に従い、その「確約jがレーン法廷外で(言わば、

私的に)なされた場合には、家臣が宣誓をもってそれを否認する限り主君がそれ

を立証することはできないはずであるし、その「確約」がレーン法廷でなされた

場合には、逆に、(主君がそれを立証すれば)家臣がそれを宣誓をもって(雪菟し)

否定することはできないはずである。そこで、この例についても、(前述した③

の例の場合と同じように)、(前述 5の箇所の)主君が立証することは、家臣に罰金

が科された際に、家臣がそこに居合わせて承服したり、あるいは、それを黙認し

たことである、解さなければならないであろう。なお、その際家臣がそこに居合

わせていて異議を申し立てないことも、「家臣がレーン法廷において行う(ないし、

行った)ことjの中に含まれ、特にラント法2・6・4(= rその(法廷に居合わせ
る)者がいかなる譲渡を見る(ないし、見た)にせよ、あるいは、彼がいかなる判決が発
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見されるのを聞く(ないし、聞いた)にせよ、彼がそれについて(その場で)直ちに異議

を申し立てなければ、彼はその後それについて(いっさい)異議を申し立てることをえな

いJ)によって明らかなように、家臣はそれを「黙認する(ないし、した)Jことに

なるo

以上(に述べてきたことから、私自身、最後に挙げた例が有力である、という見解に

傾いてはいるものの)、確信(ないし最終的結論)を得られぬまま、気がついた問題

点(だけ)を指摘する結果に終ったが、それは(前出レーン法46・1=AV 1・107・

b 、註・ 1で指摘した)前出レーン法19・2の再検討とかかわる可能性がある、と

考えたからである。
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52 a)家臣が(主君に対して)(ある)所領を(自分のもの=自分に授封されたレー

ンであると)主張し (ansprikt)、1)彼の主君がそれ(=その所領)を彼(=家臣)に

対して(=その所領が家臣に授封されたレーンであることを)承認せず、しかも彼

(=家臣)がそれ(=所領)についてゲヴェーレ(=占有)(were)2)をもっていな

い場合、3) 彼(=家臣)は主君に、主君が彼(=家臣)にレーン法廷の(裁判)期

日 (dachto 1巴nrechte)を決定する前に、彼(=主君)の(=主君に支払われるべき)

罰金および彼(=主君)の家臣たちの(=家臣たちに支払われるべき)績罪金

(bute)について、一一彼(=家臣)が(判決を非難して敗れ)それらのもの(=罰

金および贈罪金)を判決により(罰として)失う (verboret)(=支払うべき)場合の

一一ー保証人 (borgen)を立てなければならない、4)彼(=家臣)が、彼(=家臣)

がゲヴェーレ(=占有)なしに (sundergewere) (自分に授封されたレーンである

と)主張する (ansprikt)所領5) 以外には、他のいかなる所領をも(その)主君

から受領して(占宥して)いない (nehevet) 6) 限り。しかしながら、彼(=家臣)

がそれ(=主君が否認する所領)についてゲヴェーレ(=占有)(de gewere)を

もっている(=所領を現に占有・支配している)7)場合には、彼の(もつ)ゲ

ヴェーレ (sinwere) (=占有、ないし、彼が占有・支配している所領)が彼の保証

人 (sinborge)になるべきである(=彼の占有・支配している所領が担保になるか

ら、彼は彼の保証人を立てるに及ばない)8)・a) b)彼(=家臣)が主君に対(抗)して

それ (se= gewere、つまり、彼がその所領を占有・支配していること)9) を証人を

もって立証(・取得)する (behalt)際に。b)・10)
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AV 1・121 a) (ある)所領(について、それ)を家臣がある主君から自分が

受領していること (sehabere)を主張する (dicit)場合、1)もしそれ(=その所

領)についての占有 (warandia)2)が彼(=家臣)に欠けており、3)そして主君

がそれ(=所領)を彼に対して(=その所領が彼のレーンであることを)承認(し

ようと)せず、そして(家臣が)(その)主君から(彼が)それを求めて主君を訴

え(てい)るもの(=問題の所領)それ自体5) とは別なレーンを受領して(占

有して)おらず (nonhabuerit)、6) c)そしてもし(家臣が)これ(=この所領)を

(それが自分のレーンであることを)立証(して、取得)すること (obninere)を望

むのであれば、c).11) (主君が)彼(=家臣)に裁判期日を決定する前に、彼(=

主君)自身の(=主君自身に支払われるべき)罰金(について)、および、彼(=

主君)の家臣たちの(=家臣たちに支払われるべき)噴罪金 (satisfactio)につい

て、一一彼(=家臣)によって彼等(=家臣たち)の(発見した)判決が非難さ

れ(て、しかも彼の判決非難が却けられ)た場合の一一保証人 (fideiussor)を、

主君は家臣から受け取るべきである。4) しかしながら、(家臣が)(主君が否認

する)レーンについて占有 (possessio)をもっている(=レーンを現に占有・支

配している)場合には、7)家臣は保証人を立て(るに及ば)ない。8).a)

1) ansprekenの語は、前出レーン法2・4(AV 1・6)(および、ラント法1・53・2) 

のように、「訴求するJという意味で用いられることもあり、この条項の場合にも、
後に(註・ 4の件で)I裁判期日」ゃ「保証人」に言及されているから、家臣が主君

を相手とcって(レ}ン法廷で)訴えを起こすことは確かである。したがって、この

件、「レーン法」の補訳は「自分のもの=自分に授封されるべきレーンであると」

(あるいは、せめて「自分のもの=自分に授封された、ないし、授封されるべきレーンで

あるとJ)とすべきである、と思われるかも知れない。しかし、この(条項の主役

である)家臣はすぐ後のところでひきつづき述べられているように、その所領を

占有(・支配)していない。そのことから、この家臣はその所領をすでに gedinge

(ないし)wardungeの形で「授封Jされていたと考えられるので、上掲のように、

「自分に授封されたレーン」と補訳したものである。ひきつづき、(次註・ 2と)後

註・ 3、および、(特に AVのsehebere = r自分が受領していること」という表現につ
いては)後註・ 6を参照されたい。

2) この箇所、「レーン法」の wereの語は AVのwar四 diaに対応しているが、もし家

臣が所領について(なんらかの形で)I占有権」をもっているのでなければ、それを

(前註・ 1の箇所で述べられているように)自分のレーンであると主張する(まして、

主君を訴える)ことはありえないから、こ(れら)の語が(所領の)I占有J(の事実)
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を意味することは明白である。なお、後註・ 5の箇所ではこの wereとまったく

同じ意味で gewereの誌が用いられていること、および、この箇所の (wereに対応

する)warandiaの語は行末に位置し、次行の eaと韻を踏んでいることに注意され

たい。

3 )この条項の家臣は、(前註・ 2で述べたように)(問題の)所領を「占有J(・支配)し

ていないにもかかららず、(前註・ 1で述べたように)主君に対してそれは自分の

レーンであると主張し(主君を訴え)ている O そうしたことが可能なためには、家

臣は(前註・ 2で述べたように)その所領についてなんらかの形で「占有権Jをもっ

ていなければならないはずであるが、それは具体的にはどのような場合に起こり

うるのか。

まず考えられるのは、家臣に gedingeが封与されていた場合、つまり、現に他

の家臣が占有(・支配)している所領をーーその家臣が息=封相続人なしに死亡

した場合に占有ト支配)させる、という条件で 封与され(前出レーン法5・

1 =AV 1 .19、1・20を参照)、(現に所領を占有・支配している)他の家臣が(息なし

に)死亡したケースである。この場合、(レーン法5・2に対応する)AVl・21によ

ると、家臣は6週と 1年以内に主君に対して彼に封与されたレーン(=その所領

がgedingeの形で封与されており、したがって家臣がこれからそれを占有・支配すべきこ

と)を承認するように求めなくてはならないが(ただし、[レーン法」ではこの点が

[改訂jされており、家臣はそうした手続を履まないで所領を「占取jすることが(あるい

は、することも)できる、とされている一一後出レーン法57・3を参照)、主君がそれ

を承認しない場合(レーン法5・2では、「彼(=家臣)がそれ (=gedingeの封与を立証

すること)を必要とする場合J)には、それ(=gedingeの封与)を目撃した家臣を証人

として (AV1 .21によれば、そうした家臣二人と自分とも 3人の証人によって)gedin-

geが彼に封与されていたことを立証しなければならない。(したがって、このレー

ン法51=AV1・121は、前出レーン法5・2=AV 1 .21、1・22で述べられている手続

について、家臣がそうした手続をとったにもかかわらず主君がgedingeの封与を認めず、

家臣が主君を訴えて(レーン法廷における)1裁判」に及んだケースを補足する、という意

味をもつことになるであろう)。

次に考えられるのは、家臣に wardunge(=待機権)が封与されていた場合、つ

まり、(同じく現に他の家臣が占有・支配している)所領を特定せずに 最初に主

君にとって ledichになる(=主君の手に戻る)ものを占有(・支配)させるという条

件で一一封与されていて(前出レーン法7・lを参照)、たとえば(それまでその所

領を占有・支配していた家臣が息なしに死亡して)ある所領がはじめて主君の手に

戻った場合のことである。この場合、家臣は(おそらく 6週と I年以内に 前出

AV 1・21(=レーン法5・2)を参照)(wardungeが封与されていたことを前提にして)

主君に所領の「占有指定J(私見によれば、「特定・明示J)を求めることになる(前
出レーン法10・3=AV 1・30を参照)が(ただし、後出レーン法57・3では、この場合
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についても、家臣がそうした手続を履まずに所領を「占取Jすることが(ないし、も)で

きるように「改訂」されている)、その場合、(主君が所領の「占有指定J(ないし、「特

定・明示J)を拒めば、家臣はそれなしでも主君の手に戻った所領を「占取」することが

できるが一一前出レーン法10・4=AVl・31を参照)、主君がwardungeの封与とそ

のものを否認すれば、家臣は一一前述した gedingeの封与が否認された場合と同

じく一一それを主君に対して(目撃)証人により立証しなければならない(前出

レーン法7・6を参照。なお、序に一言しておくと、前出レーン法5・2= AV 1・21-

1・23、註.5の最後の行、「レーン法7・lおよび7・2によってjとあるのを「レー

ン法 7・6によって」と訂正しておきたい)0 (したがって、このレーン法51=AV1・

121は、それでもなお主君がwardungeの封与を認めず、それどころか彼の手に戻った所

領を他の家臣に封与してしまったため 後の点については、後註.11を参照一一、家

庄が主君を訴えた場合について、前出レーン法7・6で述べられている手続を補足する、

という意味をもつことになるであろう)。

なお、念のために付言しておくと一一。主君が家臣から所領を「暴力J(ないし、

「実力J)をもって奪った場合、あるいは、家臣に所領を返還するように「強制」

(ないし、「強要J)した場合は、(家臣はこのレーン法52とは異なる対抗手段をとること

になり)、この条項の(本註・ 4までに述べられている)ケースには含まれなしベ前出

レーン法11・1=AV 1・33、39・2、後出76・2=AV3'14を参照)。また、(家臣の

もつrechte問問の「権利Jにかかわる)前出レーン法13・Iのケースも、家臣、は彼の

(占有・支配している)所領を否認する主君に対して対抗手段をとるにすぎ(ず、家

臣の方から所領の(授封、ないし)占有( 支配)を求めるわけでは)ないから、ここに

は属さない。さらに、前出レーン法26・2(この機会にその上掲・邦訳、 I行目を

「子の(=子に授封された)レーンを(=レーン(の一部)について)Jと、 2行目末(註・

lの後)からを I(主君(=子の亡父)から自分に十受封されたレーンであると)主張する (an

sprikt)者がありjと、同条、註・ 2、991頁、 3行目を(同じく)I一一主君(=子の亡父)

から一一」と改めておきたい)も、(おそらく家臣がそうした王張を楯にとって問題の所

領からの収益を自らの手に収め、それによって、(子の)主君または(アンゲフェレが封

与された場合には)子ないしその後見人のアンゲフェレ(=所領収益取得権)を妨げる

(ないし、「横領するJ)ケースである、と考えられるので)、ここには属さないであろ

うo これに対して、(前註・ lでも触れた)前出レーン法2・4(=AV 1・6)の

i(一方がほんらいへールシルトを欠き、他方はへールシルトについて欠けるところのな
い)二人の家臣が(同じ)一つの所領を同じように(=同じ「言い分」、「権原Jにもと

づいて)(自分のもとのと主張して)訴求する」ケースにおいては、(ほんらいヘールシ

ルトを欠く者には、所領を相続させる権利も授封更新を求める権利もないから一一前出

レーン法2・2(=AV 1・5)(ただし、レーン法31・2、註.8で邦訳を一部「訂正」

しておいた)を参照)、(同じ所領についての)gedinge、または、特に(最初に主君の

手に戻った所領を占有(・支配)させるという)不特定の所領についての wardungeが
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双方に封与されていた可能性が大きい、と考えられるであろう(因みに、 gedinge

が(ほんらいへールシルトを欠くH女性」に対しても封与されうることは、(前出AV

1・21(=レーン法5・2)に|改訂Jを加えた上でそれを大幅に後方へ移動させた)後出

レーン法57・lに明記されているんなお、本註で述べたことについては、後註・ 6

と9をも参照されたい。

4 )ここまでの件、家臣が「罰金」および「績罪金」を支払わなければならないのはい

かなる場合かについて、 AVの方が一一一「彼によって彼等の判決が非難された場

合」と明記されている分だけ一一具体的に分かりやすく書かれているが、「レー

ン法」においても、後出69・2(=AV2・58)、および、 69・ll(これはラント法2

・12・5をもとに「レーン法」に補足された、と目される条項である)を参照すれば、

(AV 1・121のこの件を参照しなくても)、上掲・邦訳で「補訳jしたような理解に到

達するのは決して難しいことではない。(因みに、「レーン法」でbute(照罪金)に言及

されることは稀であり、後出レーン法68・9(のAVに対応箇所のない箇所)ではそれに

ついて「ラント法jの参照を求めているので、そうしたことを知っている者は、 buteはほ

んらいラント法上の法制ではないか、という問題意識をもち、「レーン法jでこの誇に出

会った場合、そうした問題意識の下に必ず後出レーン法68・9や69・2を参照すること

になるであろう o この点については、それらの条項に関してさらに後述する)。また、

この件、「レーン法jには、 AV(註・ 11の笛所)のc-cに対応する文が見当たら

ないが、それがなくても意味が変らないことは言うまでもない。(なお、 c-cの

件の原文は、 ethoc si obtinere vul t secundum i us，であり、次行(末の dominus)と韻を踏む

ために必要になったにすぎない、と考えられる)。併せて後註・ 6を参照されたい。

5) rレーン法」のこの件を、前註・ 1および2の件と比較すれば、両者が向じ事態
を念頭においていること、したがって、この件の sundergewereの語が(前註・ l

の件の)(he) der were (dar an) darvetと同義に用いられていることは容易に確かめ

られよう。ただし、 AVでは、この件は「レーン法」の対応箇所と表現を異にし

ているが、それによって、前註・ lの箇所で「所領を……自分が受領していると

主張する (dicit)J( rレーン法jでは「所領を(自分のものと)王張する(叩 sprikt)J)と
されていた家臣が、主君を(レーン法廷で)r訴え(てい)るJ(ないし、「訴える(にい
たった)J)ことを確認することができょう。

6) (前註・ 4でも触れた)後出レーン法69・2(=AV2・58)は、家庄が(レーン法廷

で)(他の家臣が発見した)判決を非難することのできる「要件」として、(前出レーン

法12・1=AV 1 .37で、「証人jになりうる要件として述べられているのと同じ)、「彼の

主君から半フーフェ(の耕地)もしくは5シリングの年収(をもたらすレーン財)を

受領しているJことを挙げた上で、それ(だけの規模のレーン)を受領していない
家臣が判決を非難する場合について、すでに (AVに対応条項のない)前出レーン

法9. 1で(主君からまだ所領を受領していない家臣が判決を非難する場合について)

述べられていたのと同じことを、(ほとんど同じ文言を用いて)次のように述べてい
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る。「彼(=そうした家臣)は、(この場合)彼(=自分)は法(の定める手続)に従って

(判決非難を)(最後まで)やり遂げる(=貫徹する)か、さもなければ(=それができ

ないのであれば)その(=彼が非難した他の家臣たちによって発見された判決に代るべ

きものとして自分が発見した)判決を(レーン法9・1のmltr，田h胞に対応して)mit

wedde unde mit bute (罰金とともに、および、娘罪金とともに=罰金と蹟罪金を支払っ

て)放棄する、という(ことについての)保証人を立てなければならない」と。こ

れによって、(前註・ 5の箇所の)I (彼が自分のものと主張している所領以外の)所領j

の規模も、「半フーフェ(以上の耕地)もしくは5シンリング(以上)の年収をもた

らすJものでなければならない、ということが判るであろう。なお、この件、

「レーン法Jの (ne)hevetにAVでは (non)habueritの語が対応しているが、以上
に述べたことから、この hebbenおよび habere(=r受領するJ)の語が、(単に r(主
君から)授封されるjという意味ではなく)、むしろI(主君から授封されて)占有(・支
配)する(ないし、している)Jという意味であることは明らかであろう。前註・ l

の箇所では、同じ habereの語が家臣が占有(・支配)していない所領について用

いられているためいささか紛らわしいが、それも(基本的には)閉じ用法と解すべ

きであろう。(そうした解釈を採ると、そこでもこの語は一一たとえば前出レーン法

9・1と同じく一一「所領(についてgedingeやwardungeを封与され(てい)るというだ

けでなく、それ)を(現実に)占有(・支配)す(べきであ)る」という合意をもこめて用

いられていることになる。同条への註 3を参照されたい)。

7) ここでは「レーン法Jのgewereの語がAVのpossessioに対応しているが、ぞれら

の語が(この場合)、(前註・ 5の箇所の gewereだけでなく)、前註・ 2の箇所の we問

= warandiaと同義に用いられていることは、文脈上(特に前註・ 6で述べたことか

ら)明らかであろう。(ただし、この場合、家臣はその所領を主君から授封されており、

したがってこのgewere= p曲目目的が所領の「占有権jを伴うものであることについては、

前出レーン法5・2(=AV 1・23)の「それが彼のレーンである(ことを事実であると承

知している)J(ないし、r<その)所領がその者のレーンである(と承知しているけという

表現、および、同条への註・ 4を参照されたい)。

8) この件、「レーン法jの「彼の wereが彼の保証人になるべきであるjがAVの「家

臣は保証人を立て(るに及ば)ないjと伺旨であること、また、それが(補訳に加え

たように)i彼の占有・支配している所領が担保になるから」であることは、文脈

上、あるいは、前註.6で述べたことによって明らかであろう。したがって、こ

の件の (sin)附四の語は、(所領の「占有」の事実と言わんよりは)むしろ(補訳に加

えたように)I彼(=家臣)が占有・支配している所領」という合意が強いことも明

らかであろう。(なお、こうした用例については、前出レーン法38・4(AV 1・94)の

V四 sinengeweren これはText.，S. 61、下欄の異本では、 vansinen werenとなっている

ーーを、同条への註・ 2ともども参照されたい。また、レーン法52の(sineではなく)

smwe問という語形から、次のレーン法53では singewe聞の語がr(彼=家臣の)保障人J
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の意味で用いられていることもあって、これは「彼(ニ家臣)の保障人 (Ge附 hrsmann)J

を指すのではないか、という疑問をもたれる向きもあるかも知れないが、家臣の「保障

人」は主君であって、主君自身が(自分に支払われるli罰金」の「保証人Jになる(前

註・ 6で触れた後出レーン法69・2=AV2・58をも参照)ことはありえないから、ほん

らい smewereと書くべきものの誤記(あるいは、次の sinborgeと平灰を合わせたもの)、

と理解すべきであろう)。ひきつづき次註.9を参照されたい。

9 )この箇所の seは、直前(前註.8の箇所)の (sin)wereの語を承けることもできる

し、また、もう少し前(前註・ 7の箇所)の (de)gewereの語を承けることもでき

るが、この場合、家臣が(その所領が自分のレーンであることを明らかにするために)

「立証するJ(behalden)のは、「彼が(その)所領を(主君から授封されて)占有・支

配していること」でなければならず、 f(彼が占有・支配している)所領」ではありえ
ない、ということを重視して、(前註・ 7の箇所の)gewereを承けたものと解した。

(もちろん、 behaldenの語には r(立証して)取得、ないし、保持するjという意味もある

から、(日n)wereを承けると解する余地もないわけではないが、それでは、言いたいこと

が(遠回しに言われているだけで)直裁に言われていない、という憾みを残すことになる

であろう)。ひきつづき次註・ 10を参照されたい。

10)この b-bの件は、 AVにはなく、「レーン法jで補足された(と目される)もので

ある。なぜそれが補足されたのであろうか。それは、直接には、次の(現にある

家臣がlenesgewereをもっている=レーンとして占有・支配している所領を、主君が別な

家臣に封与してしまった場合を扱う)レーン法53へのつながりを滑らかにしようと

したものであろう。その場合にも、家臣が主君に対してとるべき対抗手段=証明

手続は、この b-bの件と同じく、「家臣仲間6人と自分とも 7人の証人による

立証」である、と考えられるからである(前出レーン法38・3、および、(同条への

註・ Iに訳出した)後出レーン法74.2を参照)。

しかし、「レーン法」でこの b-bの件に家臣による立証(手続)のことが「補

足」された、ということを手がかりにして、(同じく「レーン法jで補足された)前出

レーン法51まで遡って、そこから(原文の)順に(従って)、(明示的に述べられてい

るものだけでなく、暗黙に想定されているものをも補いながら)証明手続を辿ってみる

と次のようになる。レーン法51: (家臣)単独(1人)の(否認)宣誓、(主君による)

目撃証人 (2人)と自分とも 3人の証人による立証にの箇所、原文はdeherre田 be-

halde se op回 mittuge)。レーン法52:(所領の「占有Jを欠く家臣による)目撃証人(2 

人)と自分とも 3人の証人による立証(前出レーン法5・2=AV 1・21を参照)、(所

領を「占有」している家臣による)家臣仲間(6人)と自分とも 7人の証人による立証

(この箇所の原文はofhese behalt mit getuge jegen den herr怒川。(次の)レーン法53:(同じ

く)(所領を「占有」している家臣による)家臣仲間 (6人)と自分とも 7人の証人によ

る立証、(それを却けるためのレーン法廷の主宰者としての主君による)家臣(6人)と

自分とも 7人の証人による(家臣からの所領またはそれについての「すべての権利」が
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判決によって剥奪されたことの)立証。以上のように並べてみると、なぜレーン法

51がレーン法52の前に補足されたのか、という問題も、自ずから解決されること

になる。したがって、(逆に)この b-bの件の補足がそうした立証手続とのつな

がりによって触発された可能性も、まったく無視するわけにはいかないのではあ

るまいか。(なお、以上のような証明手続の連鎖ないし序列については、石川「人につい

てのゲヴェーレ 小考」、本誌37巻4号 (1987年)で論じたことがある。併せて参照され

たい)。

11)前註.4を参照されたい。

お断り:本 (2002)年9月から明 (2003)年3月まで、(断続的にではあるが)ドイ

ツに滞在して研究に従事することになったので、本稿の続編は54巻3号から掲

載する予定である。
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